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1 はじめに 

現在、中央銀行デジタル通貨（CBDC）については、多くの国で議論や検討が

進められている。一方で、各国中央銀行はリテール CBDC の検討に加え、トー

クン化預金の取組を開始したり、国家レベルでステーブルコインに関する法制

を整備したりするなど、新たなデジタル決済手段の可能性についても検討を深

めている。日本においても、財務省・日本銀行による「CBDC に関する関係府

省庁・日本銀行連絡会議」や日本銀行のパイロット実験が継続して実施されてい

る。 

国立印刷局 CBDC 研究会では、こうした国内外での動向を調査・整理すると

ともに、CBDC に関連する事項の調査を継続的に行っている。本レポートは令

和７年度の調査結果を取りまとめたものである。 

 

第２章では、海外のリテール CBDC の最新動向を紹介し、欧州中央銀行（ECB）

が取り組んできたデジタルユーロの「準備フェーズ」に関する最終報告書を概説

する。また、日本における CBDC 関連の取組に加えて、ステーブルコインやト

ークン化預金の状況も取り上げる。 

さらに、参考付録として、中国人民銀行（PBoC）の特許出願状況や、インド

における決済システムの現状についても紹介する。 

 

第３章では、CBDC 利用者のデータ利活用とプライバシー保護という、相反

する２つの要素をどのようにバランスさせるかが国際的に重要な課題となって

いる点を踏まえ、CBDC によって生成されるデータの種類や、その利用可能性

を整理した。加えて、各国におけるデータ利活用及びプライバシー保護に関する

法制度の調査結果と、CBDC 検討におけるそれらの基本的な考え方を示す。 

 

第４章では、ICT 機器のユニバーサルデザインを取り上げる。各国の CBDC

の検討においては、「誰でも使える」ユニバーサルな決済手段として機能するこ

とが重要視されている。こうした中、高齢化の進展、外国人との共生、障がい者

の利用環境を踏まえると、「高齢者がスマートフォンの操作に不慣れである」、

「外国人住民が日本語ユーザーインターフェース（UI）では利用しづらい」、「障

がい者には物理的な操作に制約があり、通常の端末・アプリでは利用しづらい」

など、多様な利用者が直面する課題は一層顕在化することが予想される。 

こうした認識のもと、国立印刷局 CBDC 研究会では、設計・開発段階からす

べての人が使いやすさを感じるデザインを目標とする「ユニバーサルデザイン」

の考え方に着目し、現在の ICT 機器におけるアクセシビリティの取組を整理し

た。 
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2 環境分析 

2.1 CBDCを巡る状況 

現在の CBDC を巡る状況については、国際決済銀行（BIS）が 2025 年に公表

した報告書1によれば、2024 年時点でバハマ、ジャマイカ、ナイジェリアが既に

導入iしており、世界の中央銀行 93 行のうち 91%が検討しているとされる。 

現在、インド準備銀行（RBI）は市場でのパイロット実験を継続しており、欧

州中央銀行（ECB）やイングランド銀行（BoE）も検討を進めている。特に ECB

は 2029 年の発行可能性を示唆している。 

他方、各国では、暗号資産の一種であるステーブルコインに関する法整備や、

デジタルトークン化された銀行預金（トークン化預金）など、新たな決済手段の

検討も進展している。 

こうした動向を背景に、CBDC の位置付けは変化しつつある。中国人民銀行

（PBoC）は 2026 年 1 月より、デジタル人民元（e-CNY）を中央銀行負債から

銀行預金負債として位置付けた。また、オーストラリア中央銀行やカナダ銀行

（BoC）はリテール CBDC の検討自体は続けているものの、現時点で CBDC を

発行する公益上の理由はないと結論付けて検討を縮小している。さらに、米国は

CBDC の開発を禁止する方針を明確にしている状況にある。 

 

2.2 各国の CBDCの検討動向等 

2.2.1 中国 

  PBoC は、「デジタル人民元管理サービス体系及び関連インフラ建設の更なる

強化に関する行動計画（关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基

础设施建设的行动方案）」を公表し、2026 年 1 月から施行した2。同計画では、

e-CNY を「デジタル現金の時代（数字现金时代）」から「デジタル預金の時代（数

字存款货币时代)」へと移行させる方針が示されている。 

これにより、e-CNY は中央銀行の負債ではなく、商業銀行の口座ベースの預

金（銀行預金負債）として位置付けられ、利息が付与されるとともに、預金保険

の対象になると説明されている。また、分散型台帳技術（DLT）との互換性が確

保されており、今後もスマートコントラクトなどを活用した預金口座システム

の高度化を目指しているとしている。 

なお、e-CNY は 2019 年以降、17 省・26 地域でのパイロット実験が実施され、

2025 年 11 月末時点で、累計約 35 億件の取引、取引総額は 16.7 兆元に達した

とされる。 

 

 
i 東カリブ通貨同盟は 2021 年 3 月に DCash を発行したが、これはパイロット実験版であり 2024 年 1

月に運用を停止している。今後、DCash2.0 を導入する予定とされている。 
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2.2.2 インド 

2022 年 12 月に開始されたデジタルルピー（e₹）のパイロット実験には、2025

年３月末の時点で銀行 17 行と約 600 万人の利用者が参加しており、個人間送金

（P2P）や店舗取引（P2M）が利用可能である。また、インドの統一決済インタ

ーフェース（UPI）との相互運用性を確保するなど、利便性を高めることで普及

が進められている。 

また、デジタルルピーには「プログラマビリティ機能」が備わっており、農家

への直接的な利益移転、小作農家向け融資に活用するなどの検討が進められて

いる。加えて、オフライン決済に対応する機能の検討も行われている3。 

一方で、ホールセール CBDC を活用した預金トークンについても実証実験を

行うとしている4。 

 

2.2.3 欧州連合（EU） 

ECB は 2023 年 11 月から 2025 年 10 月までの「準備フェーズ（Preparation 

Phase）」において、ルールブックの策定、プラットフォーム構築に向けたプロバ

イダーの選定、実証実験などを実施した。2025 年 10 月末、ECB は準備フェー

ズの完了と「Next フェーズ」への移行を発表した5。 

今後、2026 年中に欧州議会・EU 理事会によって関連法案が採択されれば、

2027 年に試験運用が開始される可能性があり、ユーロシステムは、2029 年中の

デジタルユーロの初回発行に向けて準備を整えるとしている。 

また、ECB は、2026 年 1 月、2027 年下半期から 12 カ月間実施するデジタル

ユーロのパイロット実験計画を発表した6。限定された数の決済サービスプロバ

イダー(PSP)及び 15～20 の加盟店、そして約 5,000～10,000 人のユーロシステ

ムスタッフが参加し、デジタルユーロの主な機能を検証するための以下の 4 つ

のユースケースをテストする予定としている。 

・オンラインのエイリアス、アクセス番号を用いた個人間送金 

・オフラインでの NFC を用いた個人間送金 

・NFC による店舗（Soft POS デバイス）での個人から企業への支払 

・e コマースでの支払人（個人）から販売者への支払 

ECB は 2026 年 3 月に PSP の募集を開始するとしている。パイロット実験期

間中の取引は法定通貨としての地位は持たず、口座上の記帳によって存在する

「スクリプチュラルマネー（scriptural money）」として取扱われ、決済サービス

と PSP を規制する既存の枠組である決済サービス指令（PSD2）の下で運用され

るとしている。 
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また、欧州委員会は 2023 年 6 月、デジタルユーロの導入に向けた法制度整備

の一環として、「デジタルユーロ法案パッケージ」を公表した。このパッケージ

には、デジタルユーロの法的枠組に関する規則案が含まれている。 

デジタルユーロの発行には、欧州議会及び EU 理事会が規則案を採択する必

要があるが、2025 年 12 月、主要提案について、EU 理事会は欧州議会と、交渉

に向けた立場(negotiating position)の合意を公表した7。 

 

2.2.4 英国 

BoE と英国財務省は、デジタルポンドの検討を進めており、現在は技術的及

び政策的な要件を検討する「設計段階（Design Phase）」にある。 

BoE は、デジタルポンドの設計についての技術的・制度的な検討を進め、2025

年には以下の「デザインノート」を公表した。 

・相互運用モデル：銀行預金や新形態のデジタルマネー間のシームレスな交換 

・製品戦略：POS を含む日常的決済への活用、機能追加の為のロードマップ 

・オフライン：インターネット接続がない環境での利用 

・エイリアス：デジタルポンドエイリアスサービスの主要な機能 

また、これらの概要をまとめた「Digital pound update8」を 2025 年 10 月に公

表している。 

なお、現時点では導入の是非を判断しておらず、2026 年に次のフェーズへの

移行判断をするとしている。導入は最短でも 2020 年代後半としている。 

 

2.2.5 香港 

香港金融管理局（HKMA）は、2025 年 10 月にデジタル香港ドル（e-HKD）

の第 2 段階のパイロット実験（2024 年～2025 年）の完了を公表した9。このプ

ログラムでは、小売シナリオにおける e-HKD の商業的な実現可能性と拡張性を

検証するため、トークン化資産決済、プログラマビリティ（スマートコントラク

ト）、オフライン決済の３つの主要テーマのユースケースを対象に 11 のパイロ

ット実験を行った。 

その結果、e-HKD はコスト効率がよく、プログラム可能といった利点が確認

されたものの、トークン化預金との違いが明確に認識されにくいという課題も

明らかになった。このため、HKMA は、現段階では e-HKD の当面の優先事項

はリテールのユースケース以外の分野にあると結論付け、トークン化エコシス

テムや国境を越えた決済を支援するため、ホールセール決済の作業を優先する

としている。 

なお、将来の e-HKD の利用のための基礎を築くため、政策・法的・技術基盤

の準備は 2026 年上半期までに完了する予定としている。 
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一方で、HKMA は 2025 年 11 月、トークン化預金やデジタル資産の実取引を

検証する「Project Ensemble」のパイロットフェーズ（EnsembleTX）を開始して

いる10。 

 

2.2.6 その他の国々 

2026 年 1 月、カザフスタン共和国国立銀行(NBRK)は、銀行法及び金融市場

関連法の改正により、デジタルテンゲ（Digital Tenge）が正式に法定通貨となっ

たと発表した11。スマートコントラクトとプログラマビリティにより革新的なサ

ービスの創出が可能となり、公共財政の利用に関して透明性を高めることがで

きるとしている。 

 

2.3 欧州の「準備フェーズ」の完了報告書 

2.3.1 準備フェーズの完了報告書概要 

ECB は、2025 年 10 月末、「Progress on the preparation phase of a digital euro 

- Closing progress report12」を公表した。これによれば、準備フェーズでは、次

の４つの目標を設定し、全て達成されたとしている。 

１ デジタルユーロスキームルールブックの草案の提供 

２ デジタルユーロプラットフォームとインフラストラクチャーのプロバイダ

ー候補者の選定 

３ 設計上の選択肢検証、ユーザビリティ評価のための実験とユーザー調査 

４ オフライン機能や保有限度の調整等の技術的側面の掘り下げ  

 

2.3.2 準備フェーズの取組概要 

(1) デジタルユーロスキームルールブック 

ECB はデジタルユーロ決済に関する統一ルールを定義する「デジタルユーロ

スキームルールブック」草案の開発を行っている。初版（version 0.8）は、2024

年１月に作成され、スキームの範囲、主要関係者、機能・運用モデル、技術要件

などが示された。 

その後、市場からのフィードバックを反映し、2025 年 6 月に改訂版の中間草

案が提出され、最低限のユーザー体験基準、一貫した展開・適用ルール、PSP 向

けの技術的実装を支援する実装仕様が追加された。 

今後も、決済開始方法の技術仕様の実装、リスク関連事項の付属文書、スキー

ム参加要件の更なる明確化、認証・テストプロセス、最低限のユーザー体験の段

階的拡張など、ルールブック開発を継続する予定としている。 
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(2) プロバイダー候補者の選定 

デジタルユーロの構成要素や関連サービスの提供については、外部調達とユ

ーロシステム内部での調達の両方から進められている。 

外部調達の一環であるプロバイダー候補者の選定について、ECB は 2025 年

10 月 2 日に、表１に示すデジタルユーロの構成要素に関する５つの分野で入札

し、欧州企業上位２社と枠組の契約が締結された。 

表 1 デジタルユーロの構成要素と入札企業 

エイリアス検索 
(1)Sapient GmbH ＆ Tremend Software Consulting S.R.L 

(2)equensWorldline SE Germany 

リスク及び不正管理 
(1)Feedzai S.A. 

(2)Gapgemini Deutschland GmbH 

アプリ及びソフトウェア
開発キット 

(1)Almaviva SpA & Fabrick SpA 

(2)Sapient GmbH ＆ Tremend Software Consulting S.R.L 

オフライン決済ソリュー
ション 

(1)Giesecke+Devrient advance52 GmbH & 
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 

(2) equensWorldline SE Germany 

決済情報の安全な交換 
(1)Senacor FCS GmbH 

(2)equensWorldline SE Germany 

 

内部調達については、ECB は決済・清算及び発行機能の提供者として、イタ

リア銀行、スペイン銀行、フランス銀行、ドイツ連邦銀行、リトアニア銀行、オ

ーストリア国立銀行の 6 つの中央銀行を選定した。 

なお、デジタルユーロの最終的な開発・運用コストは、約 13 億ユーロ、年間

運用コストは約 3 億 2000 万ユーロと見積もられている。 

 

(3) イノベーションプラットフォームと市場実験 

技術実験については、約 70 社の小売業者、フィンテック企業、銀行、学術機

関、公共機関などが参加するイノベーションプラットフォームを設置し、2025

年 2 月から 5 月にかけて、2 つのワークストリームによる技術的・概念的な検

証・探求が行われた。 

・Pioneers  ：条件付き決済の技術検証（資金予約、ウォーターフォール、

様々な決済フロー） 

・Visionaries：金融エコシステムのイノベーションを支援・促進するシナリ

オの探求（金融包摂、電子商取引） 

これらのアプローチにより、実装上の課題と将来的な可能性の両方を明らか

にしたとしている。 
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(4) デジタルユーロの設計に関する技術的作業 

設計に関する技術的作業については、４つの主要な設計分野を検討している。 

１ オフライン機能 

２ アクセシビリティと包摂性 

３ 保有上限の調整手法 

４ システムアーキテクチャ 

オフライン機能では、モバイルデバイスのセキュアエレメントとして、eSIM

の採用が有力視されている。また、スマートフォンを持たない利用者向けに、バ

ッテリー駆動型スマートカードやブリッジデバイスなどの代替手段も検討され

ている。 

システムアーキテクチャについては、ユーザーデータ保護、障害時の継続性、

ユーロ圏全体での安定したパフォーマンスが検討された。なお、デジタルユーロ

は中央集権型台帳を採用することが決定された。ただし、分散型台帳技術（DLT）

の設計原則を取り入れ、回復力・効率性、信用性を向上させるとしている。 

アクセシビリティと包括性では、法定通貨として、物理的アクセシビリティだ

けではなく認知的アクセシビリティについても検討しており、誰もがアプリを

容易に利用でき、短時間で習得できることを目指すとしている。 

ECB は保有上限の金融安定性への影響の評価を分析し、個人当たり 500～

3,000 ユーロの保有上限の範囲であれば、銀行預金流出の影響は管理可能であり、

金融安定性への重大な影響はないと評価している。 

 

2.3.3  外部ステークホルダーとの連携 

ECB は市場参加者、政策立案者、消費者団体、学術界など多様なステークホ

ルダーとの継続的な対話を通じて、プロジェクトの透明性と信頼性を高めると

ともに、ユーザーのニーズに応える設計を推進してきたとしている。 

 

2.3.4  今後の展望 

ECB 理事会は Next フェーズへの移行を決定し、2029 年にデジタルユーロの

初回発行を目指している。ただし、これは 2026 年中にデジタルユーロに関する

規則が採択されるという前提に基づいている。パイロット実験や初期取引は、早

ければ 2027 年半ばから開始される可能性があるとし、この目標達成に向け、ユ

ーロシステムは以下の 3 つの主要領域に注力するとしている。 

・技術的準備の推進 

・市場との連携の深化 

・立法プロセスの支援 
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今後は、段階的な規模拡大と財政的コミットメント、立法プロセスとの整合性

を確保するため、柔軟かつモジュール型のアプローチを採用するとしている。ま

た、デジタルユーロの発行の可否及び発行時期は、規則が正式に採択された後に

ECB 理事会によって検討される。 

なお、技術的プロセスと立法プロセスは並行して進められる必要があるとさ

れ、ユーロシステムが技術的な基盤を整理し、共同立法者が法制度を構築するこ

とにより、ユーロ圏全体で現金を補完する新たなデジタル決済手段としてのデ

ジタルユーロを提供する体制が整うとしている。 

 

2.4 国内の動向 

2.4.1 日本銀行の取組 

日本銀行は、2023 年 4 月に開始したパイロット実験を継続しており、「実験用

システムの構築と検証」と民間事業者との幅広いテーマの議論・検討を行う 7 つ

のワーキンググループ（WG）から構成される「CBDC フォーラム」を運営して

いる。その進捗状況は、2025 年 5 月公表の「中央銀行デジタル通貨に関する実

証実験「パイロット実験」の進捗状況（2025 年 5 月）13」において取りまとめて

いる。 

実験用システムは、①プライバシーの配慮、②送金の処理フロー、③性能への

配慮（並列処理性向上策）、④機能拡張性への配慮が、設計上の特徴として説明

されている。 

また、机上検討では、①口座開設、②銀行預金等や現金との交換、③個人間送

金や店舗での支払、④追加サービス API 接続などの実験用システムで実装しな

い機能を中心に論点の検討が行われている。 

CBDC フォーラムでは、各 WG によるテーマの検討が続けられているだけで

なく、関連テーマにおいては、WG 共同開催会合による検討も進めている。 

なお、2024 年 4 月以降、CBDC フォーラムでの議論と並行して、日本銀行と

参加企業の有志のメンバーでクラウド上に共同で実験環境（サンドボックス）を

用意し、追加サービスを念頭に置いて様々な API を構築している。参加企業各

社は、これを活用し、①ロック機能（HTLC）を活用した予約金の仮押さえ、②

ユーザーの同意を前提とした用途制限、③CBDC を裏付けとしたステーブルコ

インなどを仮想的に実装し、追加サービスの具体的な事例やユースケースなど

について議論・検討しているとされる。 
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2.4.2 財務省の取組 

2024 年 1 月に「CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係府省庁・日本

銀行連絡会議」が設置され、制度設計の大枠の整理を目的に議論が開始された。 

2024 年 4 月に「中間整理14」、2025 年 5 月に「第 2 次中間整理15」が公表され

た。第２次中間整理では、①私法上の整理、②プライバシー保護とデータ利活用

/公共政策上の要請の両立、③民間決済手段との役割分担の３テーマについての

議論が整理された。 

2025 年 10 月にも財務省・日本銀行連絡会議が開催16され、その後月 1 回のペ

ースで幹事会が開催されている。2026 年春には、幹事会の議論を基に取りまと

めが報告される予定である。なお、幹事会における課題・論点は、①CBDC と

預金との共存、②CBDC を支える業務とエコシステム、③決済手段としての

CBDC の姿が予定されている。 

 

2.4.3 日本におけるデジタル通貨の取組 

日本では、財務省・日本銀行による CBDC の取組に加え、民間企業によるス

テーブルコインやトークン化預金の開発が進展している。 

ステーブルコインについては、2023 年施行の改正資金決済法により、「電子決

済手段」として法的に位置づけられ、発行主体は銀行、資金移動業者及び信託会

社に限定された。この枠組の下、2025 年 10 月に株式会社 JPYC が発行した「JPYC」

が、日本初の法制度に準拠したステーブルコインとして注目されている17。 

一方、トークン化預金については、株式会社ディーカレット DCP が推進する

「DCJPY」があり、2024 年に GMO あおぞらネット銀行と提携して環境価値の

デジタルアセットの決済を開始18したほか、現在はゆうちょ銀行と協力し個人・

法人向けに 2026 年度中の発行を目指して検討が進められている19。 

また、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行

の３メガバンクに加え、三菱 UFJ 信託銀行株式会社及び Progmat, Inc.は、金融

庁の「FinTech 実証実験ハブ」の支援案件に採択され、ステーブルコインのク

ロスボーダー決済の検証や、銀行におけるサービス設計に応じた規制対応や利

用者保護措置等に係る実務対応の検証を行うことを発表している20。 
 

1 BIS, ”Advancing in tandem – results of the 2024 BIS survey on central bank digital currencies and 

crypto”, 2025.8,〈https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap159.pdf〉 
2 JSM, ”China unveils new framework for digital yuan (e-CNY) operations and ecosystem”, 2026.1.8, 

〈https://www.jsm.com/publications/2026/china-unveils-new-framework-for-digital-yuan-e-cny-

operations-and-ecosystem/#:~:text=1.,compatible%20with%20distributed%20ledger%20technology.〉 
3 RBI, “ANNUAL REPORT 2024-2025”,2025.5.28,

〈https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANNUALREPORT202425DA4AE08189C848

C8846718B080F2A0A9.PDF〉 
4 Reuters、「インド中銀、預金トークン化で実証実験へ ＣＢＤＣ活用」、2025.10.7、 

〈https://jp.reuters.com/markets/japan/TDBPNOWYYVOORHXGBQ33W22UMA-2025-10-07/〉 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap159.pdf
https://www.jsm.com/publications/2026/china-unveils-new-framework-for-digital-yuan-e-cny-operations-and-ecosystem/#:~:text=1.,compatible%20with%20distributed%20ledger%20technology
https://www.jsm.com/publications/2026/china-unveils-new-framework-for-digital-yuan-e-cny-operations-and-ecosystem/#:~:text=1.,compatible%20with%20distributed%20ledger%20technology
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANNUALREPORT202425DA4AE08189C848C8846718B080F2A0A9.PDF
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANNUALREPORT202425DA4AE08189C848C8846718B080F2A0A9.PDF
https://jp.reuters.com/markets/japan/TDBPNOWYYVOORHXGBQ33W22UMA-2025-10-07/


 

- 10 - 

 

 
5 ECB, ”Eurosystem moving to next phase of digital euro project”,2025.10.30, 

〈https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html〉 
6 ECB,” Essentials of the pilot Next steps”, 2026.1.15, 

〈https://www.ecb.europa.eu/press/intro/events/shared/pdf/fs26/2026-01-15-Digital-euro-pilot-

Focus%20session.en.pdf〉 
7 European Council, Council of the European Union, “Single currency: Council agrees position on the 

digital euro and on strengthening the role of cash”,2025.12.19, 

〈https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/19/single-currency-council-

agrees-position-on-the-digital-euro-and-on-strengthening-the-role-of-cash/〉 
8 BoE, ”Digital pound update”,2025.10.23,〈https://www.bankofengland.co.uk/report/2025/digital-

pound-update-october〉 
9 HKMA, ”HKMA completes e-HKD Pilot Programme and outlines future direction of e-HKD”, 

2025.10.28,  

〈https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/10/20251028-4/〉 
10 HKMA, ”HKMA announces the new phase of Project Ensemble to support real-value transactions in 

tokenised deposits and digital assets”, 2025.11.13,  

〈https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/11/20251113-3/〉 
11 NBRK, ”О правовом статусе Национальной цифровой финансовой инфраструктуры”, 

2026.1.16,〈https://nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/18266〉 
12 ECB, “Preparation phase of a digital euro - Closing report”,2025.10.30, 

〈https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202510.en.html〉 
13 日本銀行、「中央銀行デジタル通貨に関する実証実験「パイロット実験」の進捗状況（2025 年 5 月）」、 

2025.5.23、〈https://www.boj.or.jp/paym/digital/dig250523b.pdf〉 
14 財務省、「CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 中間整理」、

2024.4.17、 

〈https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20240417chuukanseiri.pdf〉 
15 財務省、「CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 第２次中間整

理」、2025.5.22

〈https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20250522_2nd_InterimReport.pdf〉 
16 財務省、第６回 CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議、

2025.10.24、 

〈https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20251024haifusiryo.html〉 
17 あたらしい経済、「日本初ステーブルコイン「JPYC」、発行額が 1 億円突破、リリース後 6 日で」、 

2025.11.2、〈https://www.neweconomy.jp/posts/511975〉 
18 DeCurret、「環境価値のデジタルアセット化とデジタル通貨 DCJPY 決済取引を開始」、2024.8.28、 

〈https://www.decurret-dcp.com/pressrelease/pr-20240828.html〉 
19 ゆうちょ銀行、「ゆうちょ銀行におけるトークン化預金の取扱に向けた検討について」、2025.9.1、 

〈https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/press/2025/pdf/pr25090101.pdf〉 
20 MUFG、「複数の銀行による共同でのステーブルコイン発行とクロスボーダー決済の高度化に係る実証

実験が金融庁「FinTech 実証実験ハブ」の支援案件に採択」、2025.11.7、 

〈https://www.bk.mufg.jp/news/news2025/pdf/news1107.pdf〉 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/intro/events/shared/pdf/fs26/2026-01-15-Digital-euro-pilot-Focus%20session.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/intro/events/shared/pdf/fs26/2026-01-15-Digital-euro-pilot-Focus%20session.en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/19/single-currency-council-agrees-position-on-the-digital-euro-and-on-strengthening-the-role-of-cash/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/19/single-currency-council-agrees-position-on-the-digital-euro-and-on-strengthening-the-role-of-cash/
https://www.bankofengland.co.uk/report/2025/digital-pound-update-october
https://www.bankofengland.co.uk/report/2025/digital-pound-update-october
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/10/20251028-4/
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2025/11/20251113-3/
https://nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/18266
https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/progress/html/ecb.deprp202510.en.html
https://www.boj.or.jp/paym/digital/dig250523b.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20240417chuukanseiri.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20250522_2nd_InterimReport.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_cbdcre/20251024haifusiryo.html
https://www.neweconomy.jp/posts/511975
https://www.decurret-dcp.com/pressrelease/pr-20240828.html
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/press/2025/pdf/pr25090101.pdf
https://www.bk.mufg.jp/news/news2025/pdf/news1107.pdf
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参考付録1 中国人民銀行の特許出願状況について 

 

1 概要 

中国のデジタル人民元（e-CNY）に関して、その設計情報は 2021 年 7 月公表

の「Progress of Research ＆ Development of E-CNY in China21」において概要

が示されて以降、新たな情報開示はほとんど行われていない。このような状況を

踏まえ、本付録では中国人民銀行(PBoC)に関係する特許出願の件数や内容を調

査し、e-CNY に関する研究開発の取組状況を推察するものである。 

なお、本調査結果は、令和６年度版レポートの「中国人民銀行の特許出願状況

について」と比較し、それ以降の差分を更新した内容となっている。 

2 調査内容 

Google Patents を用い、2012 年 1 月～2025 年 8 月末日までを対象期間とし、

PBoC が「出願人」又は「権利保有者」として記載されている出願特許を調査し

た。特許公開公報に記載の「技術領域」、「従来の技術」、「請求項 1」等を基に、

特許内容を「技術分野」「用途・課題」に分類した（付表 1.1）。 

(1) 技術分野 

技術分野を「CBDC 関連のブロックチェーン」、「デジタル通貨」、「関連技術」

及び「デジタル通貨のユースケース」の４つの大分類に区分した。また、「デジ

タル通貨」と「関連技術」については中分類、小分類を設定した。 

(2) 用途・課題 

特許の利用用途や解決を目指す課題を基準に分類を行った。複数の用途・課題

を持つ特許も多いが、重複を避けるため、概要や請求項を基に最も関連度が高い

分野へ整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表 1.1 技術分野、用途・課題の分類 

（1）技術分野 （2）用途・課題 
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※（例）オフライン決済は、小分類の「利便性の向上（容易）」や「社会的な課題の解決

（金融包摂）」にも該当するが、本分析では「多様な決済手段の提供（オフライン決済）」

として分類。 

 

3 調査結果 

3.1 出願機関 

PBoC 関連の特許出願を行う機関には、印刷科学技術研究所、清算センター

及びデジタル通貨研究所（2016 年設立）の 3 機関がある。デジタル通貨関連

技術の特許出願数は 2016 年以降増加し、2021 年にピークを迎えたが、その

後は減少し、2025 年までの累計出願件数は 618 件である（付図 1.1）。 

内訳としては、デジタル通貨研究所の出願が大半を占め、印刷科学技術研究

所の出願は確認できない。このように、PBoC の研究開発は印刷分野からデジ

タル分野にシフトしている。 

また、2018 年以降、PBoC は民間企業からの特許を譲渡により取得してい

たが、2023 年以降は新たに譲渡されたものは確認できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 出願傾向 

特許を「技術分野」「用途・課題」に分類し、デジタル通貨関連の特許出願

が本格化した 2016 年以降の出願件数の推移を整理した。 

 

(1)  技術分野（付図 1.2） 

2016 年から「決済処理・手続」に関する出願が見られるようになり、2017

年には「ブロックチェーン技術」、「決済媒体・ウォレット」関連技術が出願さ

れている。これらの分野は、現在も主要な出願領域となっている。また、2021

年～2023 年までは「ユースケース」に係る技術の出願も確認された。 

付図 1.1 機関別出願動向（デジタル通貨関連技術） 
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(2) 用途・課題（付図 1.3） 

「高速・効率」「不正・改ざん防止」を目的とする出願が多数を占める。「容易」

関連は初期の出願は多かったが減少傾向にある。また、「オフライン決済」「デジ

タル通貨のユースケース」「情報漏洩禁止」に関する出願は継続して行われてい

る。 

さらに、2022 年、2023 年については、「省電力・電力確保」「事業継続」に関

する特許出願も確認されたが、2024 年以降はこれらの出願は見られない。 

 

 

4 まとめ 

特許出願の傾向から推測すると、e-CNY の研究開発は、2021 年をピークに出

願件数が減少しており、研究開発フェーズは一段落しつつあるとみられる。2022

年、2023 年には幅広い技術分野や用途・課題に関する特許が出願されているも

のの、出願の減少に伴い、対象技術分野も徐々に縮小している状況である。
 

21 中国人民銀行,“Progress of Research & Development of E-CNY in China”,2021.7,

〈https://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4293696/2021072014364791207.pdf〉 

付図 1.2 技術分野別出願件数の推移 

付図 1.3 用途・課題別出願件数の推移 

https://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4293696/2021072014364791207.pdf
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参考付録2 インドにおける決済システムの現状 

 

1 概要 

インドは近年、キャッシュレス化が急速に進んでいるが、それを支える中核組

織がインド決済公社（NPCI）である。NPCI は、国内のリテール決済インフラ

である UPI や RuPay といった仕組みを通じて、銀行間の即時送金や国産カード

決済を可能にし、デジタル決済を普及している。 

こうした取組が進む中、インド準備銀行（RBI）は CBDC である「デジタル

ルピー（e₹）」のパイロット実験を進め、プログラマビリティなどの新機能を追

加しつつ、UPI との相互運用も拡充している。 

 

2 インド決済公社 

NPCI は RBI とインド銀行協会（IBA）により、2008 年に設立された非営利

組織である。設立は決済システム法（Payment and Settlement Systems Act, 2007）

に基づいており、RBI の規制・監督下にある。現地の大手銀行 10 行の出資で設

立され、地域金融機関やノンバンクを含む 65 の企業22（2025 年 12 月時点）が

株式を保有している23。 

NPCI の目的は、インドの銀行システム全体に決済システムのためのインフラ

を提供することであり、テクノロジーを活用したリテール決済システムにイノ

ベーションをもたらし、業務効率の向上と決済システムの普及拡大に注力して

いる24。そして、NPCI はグループ会社 3 社（NPCI International Payments Limited

（NIPL）、Bharat BillPay Limited、BHIM Services Limited）も含め、海外連携

や国内の決済エコシステムの拡充を進めている。 

 
【主要なサービス】 

⚫ RuPay：インド発の国内カード決済ネットワーク 

⚫ IMPS ：24 時間リアルタイム送金 

⚫ UPI  ：スマートフォンを使った即時銀行間送金（P2P/P2M） 

⚫ BBPS：公共料金や定期支払の統合プラットフォーム（現在は、NBBL が運営） 

⚫ NETC FASTag：高速道路通行料決済 

⚫ BHIM：NPCI 純正の UPI アプリ 

⚫ BHIM Aadhaar Pay: 加盟店が Aadhaar 認証で決済を受け取る仕組 

⚫ NACH：大量・定期的な銀行間取引のための自動決済システム 

⚫ NFS ：ATM ネットワーク 

⚫ CTS ：小切手決済 

⚫ AePS：Aadhaar 認証による金融取引（金融包摂強化） 
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3 UPI 

UPI は 2016 年に NPCI が導入した即時銀行間決済システムで、インドのキャ

ッシュレス化を加速させた。単一の UPI アプリに複数銀行口座を連携でき、UPI 

ID・携帯番号・二次元コードなどのエイリアスによる送金が可能で、UPI PIN に

よる二要素認証により安全性を確保している。UPI には銀行、PPI（前払式支払

手段）など 685 社25が参加（2025 年 12 月時点）しており、P2P のみならず P2M

決済が急伸している。 

利用者の手数料は原則無料であり、一般的な送金上限は 1 件当たり 10 万ルピ

ーであるが、特定の取引カテゴリでは 20 万ルピー（保険・外国入金）、50 万ル

ピー（IPO）まで拡張されている26。 

UPI の利用者数（2025 年初頭）は 4.9 億人、加盟店は 6,500 万店とされ27、

RBI 年次報告(2024-25)28によれば、リテールデジタル決済の約 84％を UPI が占

めるに至っており、国内のリアルタイム決済を牽引している。 

アプリ面では、PhonePe が最大のシェア（2025 年 3 月、約 47%）を持ち Google 

Pay、Paytm が続く構造になっている29。 

また、新機能や機能拡張も以下のとおり随時追加されている。 

 

【新機能・拡張機能】 

⚫ BHIM アプリ：UPI LITE 対応、RuPay クレジットカード決済など 

⚫ UPI Autopay：公共料金・購読料金などの繰り返しの定期支払 

⚫ UPI LITE ：PIN 不要な少額決済用ウォレット（取引限度額 1,000 ルピー、ウ

ォレット最大保有額 5,000 ルピー） 

⚫ UPI 123PAY：フィーチャーフォン対応（取引限度額 10,000 ルピー） 

⚫ UPI LITE X：NFC 利用したオフライン決済 

⚫ Hello! UPI：会話型 UPI 決済 

⚫ Tap＆Pay：NFC を利用したタッチ決済 

⚫ UPI Reserve Pay：口座残高から一定額を確保し、そこから複数回の支払に使用

できるサービス 

⚫ UPI Circle：メイン利用者が、サブ利用者に自分の銀行口座から UPI 取引を行う

権限を与える機能 

⚫ UPI Cash Point：地元の店舗などで現金を引き出せるサービス 

 

年次報告書(2024-25)によれば、国際連携（クロスボーダー）について、RBI

は、NIPL と共同で UPI を 20 か国に導入することを目指しており、2028-29 年

に達成予定としている。現在、加盟店決済に UPI を受け入れている国は 7 ヵ国

ある。さらに UPI と高速決済システム（FPS）との連携については、既にシン

ガポールの PayNow と個人間送金で連携しているほか、EU や南アジア地域協
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力連合（SAARC）などとの連携や BIS IH の Project Nexus における多国間連携

が検討されている。 

日本との連携についても、インドからの訪日観光客向けに UPI を日本の加盟

店で利用するための業務提携として、2025 年 10 月に株式会社 NTT データとの

基本合意書を締結している30。 

   

4 デジタルルピー（リテールＣＢＤＣ） 

デジタルルピーは、RBI が発行するインドの CBDC である。2022 年にインド

準備銀行法が改正され、デジタルルピーに法定通貨の地位が与えられた。同年 12

月からリテール CBDC について、P2P と P2M の初期ユースケースを皮切りに

パイロット実験を開始した。2025 年 3 月末時点で、銀行 17 行と 600 万人の利

用者が参加している。また、一部のノンバンクによる CBDC ウォレットの提供

も許可された。 

デジタルルピーは、RBI の 2022 年 12 月のパイロット実験のプレスリリース
31において、紙幣・硬貨と同額面で流通する法定通貨を表すデジタルトークンと

して発行され、ブロックチェーンベースのコンポーネントを含む設計であるこ

とが明示されている。 

年次報告(2024-25)によれば、デジタルルピーのオフライン機能とプログラマ

ビリティのユースケースのテストが行われたとされている。プログラマビリテ

ィについては、炭素クレジット創出による農家への直接的利益移転、特定地域に

おけるキサン・クレジット・カード（KCC）iiを利用した小作農家への融資が検

討されている。銀行による燃料費や食事代を目的とした従業員手当の導入も進

められているとされる。 

加えて、デジタルルピーの流通額は 2025 年 3 月末に、101.65 億ルピーへ増

加（前年同期 23.4 億ルピー）したとされる。流通額面は 500 ルピートークンが

最も多く、流通量の約 35%を占めている。ただし、デジタルルピーの流通量は

現金通貨量全体の 0.03%未満である。また、日次取引ペースは、2023 年度末に

単日 100 万件超を達成後、10 万件程度へ低下したとの報道もある32。 

なお、保有・送金上限については、RBI が設定する一律の上限は明記されてお

らず、パイロット参加銀行が上限を設定している。 

また、UPI との連携も進められており、デジタルルピーアプリから UPI の二

次元コードをスキャンして P2P/P2M 決済ができるようになっている。デジタ

ルルピーは、リアルタイム決済であるが、UPI を利用した場合は、UPI のタイ

ムラインに従うとされる33。 

 
ii インド政府が農家向けに提供しているクレジットカード型の融資制度 
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5 まとめ 

NPCI が提供する UPI は、銀行間の即時送金を可能にし、都市部から農村ま

で幅広く普及したことで、インドのデジタル決済は世界最大級の規模に成長し

ている。特に、低コスト・高可用性・相互運用性という特徴は、金融包摂を加速

し、現金流通量の減少を後押ししている。 

一方、RBI が進めるデジタルルピーはデジタル形式の現金として、UPI を含

む既存システムと共存しつつ、包括的な決済性と即時性を担保する設計とされ、

将来的なスマートコントラクト対応といった新たな価値を提供することを目指

している。現時点では利用者数や加盟店数は限定的だが、オフライン決済や UPI

との連携など、技術的な検討が進んでいる状況にある。 

クロスボーダー決済では、UPI 側はシンガポールの PayNow との連携に加え、

RBI は 2028-29 年までに 20 か国展開の目標を掲げている。また、デジタルルピ

ーにおいても二国間及び多国間ベースでの CBDC パイロットを模索している。
 

22 NPCI, “Equity Shareholding Pattern as on 1st December 2025”, 2025, 

〈https://www.npci.org.in/uploads/shareholding_pattern_1st_December_2025_5ac1040ba5.pdf〉 
23 株式会社日本デイリー通信社、「令和 4 年度金融庁委託調査「アジア諸国での金融デジタル化及び電子

決済サービスの動向と、我が国との国際協調の展望に関する委託調査」報告書」、2023.2.28、p21、 

〈https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230428/report.pdf〉 
24 NPCI, “Purpose, Mission & Value”,〈https://www.npci.org.in/purpose-value〉 
25 NPCI, “Product Statistics”,〈https://www.npci.org.in/product/upi/product-statistics〉 
26 NPCI, “Frequently Asked Questions”,〈https://www.npci.org.in/faqs/upi〉 
27 Press Information Bureau, “India’s UPI Revolution Over 18 billion Transactions Every Month, A Global 

Leader in Fast Payments”, 2025.7.20, 

〈https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154912&ModuleId=3&reg=3&lang=2〉 
28 RBI, ”Annual Report 2024-25”, 2025.5.28, p.166, 

〈https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2025〉 
29 OUTLOOK BUSINESS, “UPI Transactions Surge to 18.30 Billion in March, PhonePe Maintains 

Market Lead”, 2025.4.13,〈https://www.outlookbusiness.com/news/upi-transactions-surge-to-1830-

billion-in-march-phonepe-maintains-market-lead〉 
30 株式会社 NTT データ、「インドの主要決済サービスの日本展開に向けた検討を開始」、2025.10.7、 

〈https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2025/100700/〉 
31 Ministry of Finance, “Central Bank Digital Currency (CBDC) pilot launched by RBI in retail segment 

has components based on blockchain technology”, 2022.12.12, 

〈https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1882883&reg=3&lang=2〉 
32 Reuters、「インドのデジタル通貨取引、目標達成後は低迷 ピーク時の 1 割に」、2024.6.25、 

〈https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/QTXK5PMKTFMSPICKUOYQQV4ECU-2024-06-

25/〉 
33 RBI, “Digital Rupee (e₹) –FAQs”, 2025.11.20, 

〈https://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/FAQs.aspx?Id=3686〉 

https://www.npci.org.in/uploads/shareholding_pattern_1st_December_2025_5ac1040ba5.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230428/report.pdf
https://www.npci.org.in/purpose-value
https://www.npci.org.in/product/upi/product-statistics
https://www.npci.org.in/faqs/upi
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154912&ModuleId=3&reg=3&lang=2
https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2025
https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2025
https://www.outlookbusiness.com/news/upi-transactions-surge-to-1830-billion-in-march-phonepe-maintains-market-lead
https://www.outlookbusiness.com/news/upi-transactions-surge-to-1830-billion-in-march-phonepe-maintains-market-lead
https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2025/100700/
https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1882883&reg=3&lang=2
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/QTXK5PMKTFMSPICKUOYQQV4ECU-2024-06-25/
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/QTXK5PMKTFMSPICKUOYQQV4ECU-2024-06-25/
https://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/FAQs.aspx?Id=3686
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３ データ利活用とプライバシー保護 

 CBDC 導入に向けた各国の議論・検討においては、CBDC によって生成され

るデータ利活用により社会的・経済的価値を創出することと、CBDC 利用者の

プライバシーを保護することという、しばしば相反する 2 つの要素をどのよう

に両立させるかが、重要な政策課題として広く認識されている。 

CBDC におけるデータ利活用の側面では、従来の電子決済サービスと同様に、

不正利用の防止や AML/CFT 対応に加え、より高度な金融サービスを提供する

可能性も期待されている。一方、プライバシー保護の観点では、個人識別情報や

取引・決済情報を含む個人データを適切に管理することに加え、中央銀行や公的

機関による不当な監視に繋がるのではないかという国民の懸念を払拭すること

が求められる。 

本章では、CBDC によって、どのようなデータが生成され、どのように利活

用され得るのかを紹介する。さらに、OECD プライバシーガイドラインの８原

則を概観した上で、各国のデータ利活用とプライバシー保護に関して、その取組

や法制度を整理するとともに、当該国での CBDC における議論についても紹介

する。 

 

3.1 CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護 

3.1.1 CBDC取引データの利活用とプライバシーリスク 

CBDC 取引データの利活用とプライバシーリスクについては、2024 年の IMF

のフィンテックノート「Central Bank Digital Currency Data Use and Privacy 

Protection34」において、CBDC の決済時にどのようなデータが生成されるか、

そのデータの利活用やプライバシー保護へのリスクにどの様なものがあるかを

以下のように示している。 

 

(1) CBDCデータに含まれる情報 

この報告書では、各種デジタル決済においては、一般的に以下に示す支払デー

タが生成されるとしている。 

イ 支払人・受取人のアイデンティティ情報 

取引相手に関連付けられていることが証明された識別子及び属性。AML/CFT

を含む規制目的のために必要とされる。 

ロ 支払人・受取人の仮名識別子 

取引時に、取引相手に自らのアイデンティティ情報を開示せずに決済取引に
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参加するための識別子。口座番号やトークンアドレスiiiなどの振込先情報が該当

する。電話番号やエイリアスivなどの取引当事者と紐づく任意の情報で代替する

場合もある。 

ハ 取引データ 

取引の実行に必要な最小限のデータ要素。一般的に、取引金額、取引理由及び

取引日時が含まれる。 

ニ 支払人追加取引データ 

取引に必要な情報に加え、支払側で生成される任意のメタデータv。支払先に

送信される支払参照情報（payment reference）や、照合を容易にするための請

求書番号などの自由形式のテキストを含む場合がある。 

ホ 受取人追加取引データ 

取引に必要な情報に加え、購入の背景説明などの受取側で生成される複数の

メタデータ要素をまとめたもの。店舗名、購入場所、支払区分などの情報が含ま

れる。このデータは、新たなユースケースを可能にするなど、経済的利益をもた

らす可能性がある。 

 

そして、銀行口座間の振替、カード決済、電子マネーなどについては、各方式

の仕組みに応じて生成されるデータの種類が異なるとされている。 

CBDC については、生成・収集する度合いを示すデータ強度（data intensity）

が設計によって大きく異なる。高データ強度の設計では、当事者双方の本人確認

情報・取引データが記録され、取引履歴、ユーザー人口統計情報、行動パターン

など、豊富な個人データが生成される可能性がある。一方で、低データ強度の設

計では、仮名化された識別子のみで取引が可能となり、中央銀行が本人識別デー

タや取引データにアクセスできない設計とすることも可能としている。 

 

(2) CBDCデータの利活用 

CBDC で生成・収集されるデータについては、以下のような利活用方法が挙

げられている。 

イ 金融統計 

取引データや位置データを集計することで、金融統計の精度向上に寄与する

可能性があり、通貨供給量をより正確に反映することで、リアルタイムの経済指

標として役立つ。 

 
iii BIS は、「金融資産や実物資産に関する権利を、プログラマブルなプラットフォームにおいて、デジタ

ルに表章するプロセス」を「トークン化」と定義しており、ここでは対象となる資産に関する権利のア

ドレスを指す。 
iv エイリアスは元々の名前や情報を隠すために使用される「別名」、「偽名」、「識別子」のことをいう。 
v メタデータは、データの特性や属性を説明する情報であり、データ自体の理解や管理を容易にする。 
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ロ 金融政策の最適化 

取引データを集約することで、中央銀行は消費動向や投資動向をリアルタイ

ムに把握でき、物価上昇（インフレ）や失業、経済成長などの目標を達成するた

めのマクロ経済政策の決定に反映させることができる。 

ハ 財政上の政策決定 

財務省などの財政当局は、政府支出を含む CBDC データを利用して、財務報

告の正確性と適時性を高め、財政政策に反映できる。 

ニ 技術革新及び市場競争 

決済サービス事業者は、CBDC データを活用し、市場の動向把握や金融商品

の開発が可能となる。また、決済サービス事業者の市場参入障壁を下げ、大手金

融機関による寡占を緩和する可能性がある。 

ホ 金融包摂 

CBDC データは、既存決済の信用履歴等を持たない個人・小規模事業者に対

して金融履歴として提供することができる。また、これまで十分なサービスを受

けられなかった利用者層の金融ニーズを把握できる可能性がある。 

へ 法令の遵守 

CBDC データは、AML/CFT 規則を含む各国の規制枠組の強化に役立つ可能

性がある。また、CBDC データを活用したスマートコントラクトviにより、CBDC

システムのキャッシュフロー管理を自動化することも可能と考えられる。 

ト 法の執行 

厳格な法的・制度的枠組に基づき運用される地域では、CBDC データは取引

の追跡可能性や透明性を向上させ、違法行為の抑止や刑事司法の取組を強化す

る可能性がある。 

チ データ駆動型ビジネスの発展 

CBDC に関するアイデンティティ情報や取引データは、特に決済サービス事

業者における新しい収益機会を提供する。信用スコアリングなどへの利用や、支

払パターンや消費者の嗜好の分析により、決済サービス事業者や小売業者は消

費者のニーズに対応した付加価値サービスを創出することができる。 

 

(3) プライバシーへのリスク 

CBDC データの利活用方法が示される一方で、利活用によってもたらされる

可能性のあるプライバシーリスクについても紹介されている。 

イ データ漏えい 

データ漏えいとは、機微な情報を含む個人データが、本人の同意なしに公開さ

 
vi スマートコントラクトとは、契約条件等を確認し自動で実行されるプログラムであり、金融取引などの

効率化に活用されるものである。 
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れること（不正公開）や、不測の事態により公開されることを意味する。 

CBDC においても、取引時に生成されたデータやアイデンティティ情報が、

情報セキュリティ上の欠陥やヒューマンエラーにより第三者からアクセス可能

になる可能性がある。データ漏えいは、個人データの盗難や金融詐欺、CBDC シ

ステムへの信用失墜につながる。 

ロ データの悪用 

データの悪用には、個人データが合法的に取得された場合であっても、データ

取得時に同意された目的以外での無断利用が含まれる。特に、制度が脆弱で法の

支配（rule of law）が弱い国では重大なリスクとなる。データの悪用によって、

侵害的なマーケティング、差別、消費者行動の操作につながるおそれがある。 

ハ サイバー攻撃 

CBDC エコシステムは、ハッキング、フィッシング、マルウェア等のサイバ

ー攻撃の標的となる可能性があり、これらの攻撃は個人データの盗難や通貨取

引の混乱を引き起こすおそれがある。サイバー攻撃は、金融システムの健全性を

損ない、消費者に損失をもたらし、信頼を大きく低下させる可能性がある。 

ニ 法域間で異なるデータの取扱い 

CBDC が国際取引に利用される場合、データは国境を越えて移転する可能性

がある。各国でデータ保護法が異なる場合や、利用者の同意なしに個人情報が保

護水準の低い国へ送信される可能性があり、プライバシー保護は複雑になる。 

 

3.1.2 CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護のバランス 

BIS と主要中央銀行による CBDC の活用可能性を評価するためのグループは、

2020 年に「中央銀行デジタル通貨：基本的な原則と特性35（Central bank digital 

currencies: foundational principles and core features）」を公表した。この報告書

では、完全な匿名性は実現不可能とし、AML/CFT に求められる要件に適合し

た CBDC システムの設計が期待されるとしている。そして、決済データに「誰

が」「どの部分に」「どのような条件で」アクセス可能とするかが課題としている。

特に、データ保護法制が進化し続ける中、公共のプライバシーと違法行為の抑止

とのバランスを確保するには、関連政府機関（例：税務当局）との協調や連携が

必要になるとしている。 

また、2024 年に同グループは２つの報告書、「中央銀行デジタル通貨：リテー

ル CBDC の法的側面36（Central bank digital currencies: Legal aspects of retail 

CBDCs）」及び「中央銀行デジタル通貨：システム設計37（Central bank digital 

currencies: System Design）」を公表した。 

法的側面の報告書では、法的枠組は、プライバシー保護の必要性と金融システ

ムの犯罪的悪用を防止する必要性の間で、適切なバランスをとる必要があると
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している。そして CBDC の設計にはプライバシーへの配慮が重要であり、CBDC

システムは、既存のデータ保護関連法規を十分に考慮した上で設計しなければ

ならないとしている。一方で、マネーロンダリング及びテロ資金供与の検知・対

策のためには、疑わしい取引の当事者や取引自体に関する個人データへのアク

セスが必要となるため、プライバシーは絶対的な権利ではなく、金融犯罪対策に

おける各国の義務と調和しなければならないとしている。 

システム設計の報告書では、プライバシーについて、進化する法制度、政治、

国民感情、制度的枠組及び技術的要素が複雑に絡み合う課題であるとしている。

そして、プライバシーを確保するために、「プライバシー・バイ・デザイン（技

術的側面）」と「プライバシー・バイ・ポリシー（制度的側面）」を組み合わせる

アプローチが求められるとしている。 

プライバシー・バイ・デザインには、技術的要素や、どの組織がどのデータを

どのように保有するかといったエコシステムの要素、情報開示の措置などの運

用要素を考慮することが含まれる可能性があるとしている。 

プライバシー・バイ・ポリシーには、プライバシーやその限界をどのように設

定するかについて、慎重かつ正確に策定することが求められるとしている。これ

には、法制度、政治・社会的世論、技術的可能性・制約、持続可能なエコシステ

ム構築のためのトレードオフなど、その他の要素から方向付けられる可能性が

あるとし、これら考慮事項を、ステークホルダーとなる一般市民及び関係者に対

して適切に伝えることも極めて重要であるとしている。 

2025 年の BIS ワーキングペーパー「Privacy-enhancing technologies for digital 

payments: mapping the landscape38」では、データ利活用とプライバシー保護に

関わるステークホルダーとして、 

・ユーザー（privacy enthusiasts） 

・データ保有者としての民間事業者(data holders) 

・法執行機関(law enforcement) 

の関係性について整理している（図 3.1）。 

 

図 3.1 三者のデータ共有 
BIS WP「Privacy-enhancing technologies for digital payments: mapping the landscape」を元に作成 
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3.1.3 プライバシーに関する OECD8原則 

OECD８原則とは、1980 年に経済協力開発機構（OECD）の理事会により採

択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン

に関する理事会勧告（OECD プライバシーガイドライン）」に含まれる、個人デ

ータの取扱いに関する 8 項目の基本原則のことである（表 3.1）39。 

本ガイドラインが採択された背景には、1960 年代から 1970 年代にかけて進

んだコンピュータ技術の発展やグローバル化がある。これにより、大量の個人デ

ータの集中管理が可能となり、国際的に流通・移転する一方で、個人データの不

正利用やプライバシー侵害事例も増加した。この結果、個人の権利やプライバシ

ーに対する意識や懸念が高まり、国際的な枠組の必要性が生じたとされる40。 

OECD８原則は、OECD 加盟国だけでなく、世界各国において個人情報保護

制度を整備する際の、基本原則として参照されている。 

表 3.1 OECD８原則 

原則 ガイドラインにおける規定 

収集制限

の原則 

個人データの収集には制限を設け、いかなる個人データも、適法かつ公正

な手段によって、及び必要に応じてデータ主体に通知し、又は同意を得た上

で収集すべきである。 

データ内

容の原則 

個人データは、利用目的の範囲内において利用し、かつ利用目的の達成に

必要な範囲内で正確、完全及び最新の内容に保つべきである。 

目的明確

化の原則 

個人データの収集目的は、データが収集された時点よりも前に特定し、当

該利用目的の達成に必要な範囲内における事後的な利用又はその他の目的で

の利用は、その利用目的に矛盾しない方法で行い、利用目的を変更するにあ

たっては毎回その利用目的を特定すべきである。 

利用制限

の原則 

個人データは、第 9 項（目的明確化の原則）により特定された目的以外

の目的のために開示すること、利用可能な状態に置くこと又はその他の方

法で利用すべきではない。ただし、以下の場合はこの限りではない。 

（a）データ主体の同意がある場合、又は、 

（b）法令に基づく場合。 

安全保護

の原則 

個人データは、その滅失若しくは不正アクセス、毀損、不正利用、改ざん

又は漏えい等のリスクに対し、合理的な安全保護措置を講ずるべきである。 

公開の 

原則 

個人データの活用、取扱い、及びその方針については、公開された一般的

な方針に基づくべきである。その方法は、個人データの存在及び性質に応じ

て、その主要な利用目的とともにデータ管理者の識別及び通常の所在地を認

識できる方法によって示すべきである。 

個人参加

の原則 

個人は次の権利を有する。 

（a）データ管理者が自己に関するデータを保有しているか否かについて、

データ管理者又はその他の者から確認を得ること。 

（b）自己に関するデータを保有している者に対し、当該データを、 

ⅰ. 合理的な期間内に、 
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ⅱ. 必要がある場合は、過度にならない費用で、 

ⅲ. 合理的な方法で、かつ、 

ⅳ. 本人が認識しやすい方法で、 

自己に知らしめられること。 

（c）上記（a）及び（b）の要求が拒否された場合には、その理由が説明され

ること及びそのような拒否に対して異議を申立てることができること。 

（d）自己に関するデータに対して異議を申し立てること及びその異議が認

められた場合には、そのデータを消去、訂正、完全化、改めさせること。 

責任の 

原則 

データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置を遵守する責任を有

する。 

（出典）OECD「The OECD PRIVACY FRAMWEWORK」、堀部政男，新保史生，JIPDEC（野村至），

一般財団法人日本情報経済社会推進協会，「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイ

ドラインに関する理事会勧告 (2013)」日本語訳（仮訳），2014.5.7 

〈https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0005074.pdf〉 

 

3.2 各国のデータ利活用と法制度、CBDCにおける考え方 

CBDC の設計におけるデータ利活用とプライバシー保護の関係については、

各国の個人情報保護法制を踏まえ、プライバシーを最優先としつつも、

AML/CFT 要件など公共政策上の目的や、さらには CBDC サービスの高度化を

可能にするデータ利用の仕組みとのバランスが求められている。 

こうした要請への対応に関しては、各国で様々な議論が進められているが、個

人情報保護制度やデータ利活用に関する考え方、さらには CBDC の社会的実装

に向けた取組の方向性は、政治的・社会的背景により国ごとに異なっている。 

本節では、各国の個人情報保護法制やデータ利活用の方向性を示し、そして

CBDC におけるデータ利活用、プライバシー保護、AML/CFT 要件に関する考

え方を紹介する。 

 

3.2.1 欧州連合（EU） 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

欧州では、1950 年に調印された「ヨーロッパにおける人権および基本的自由

の保護のための条約（ECHR）41」において、私生活を含むプライバシー権が基

本的権利として保障され、公的機関は原則として介入してはならないことが定

められている。 

EU 発足後は、「EU 基本権憲章（Charter of Fundamental Rights of the European 

Union）42」の基本的権利として、第８条に「すべての者は、自身に関する個人

データの保護を受ける権利を有する」と明記されている。EU 域内における個人

情報の取扱いに関する法制度は、これらを基礎として整備が進められている。 

データ利活用については、欧州委員会は、2020 年 2 月に「欧州データ戦略（A 

https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0005074.pdf
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European strategy for data）」を公表し、欧州の国際競争力やデータ主権の確保

に向けて、企業や個人による主体的なデータ管理を維持しつつ、社会経済活動に

おけるデータ利活用を促進するため、データの単一市場である「欧州データ空間

（European Data Space）」の創出を目標に掲げている43。 

欧州における主要な法制度とその概要は、以下のとおりである。 

イ 一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）44 

GDPR は、EU 基本権憲章において基本的権利として定められる「個人データ

の保護の権利」の考え方を基に45、欧州経済領域（EEA）加盟国における個人デ

ータの処理及び EU 域外への移転に関する要件、並びに処理又は移転の事業者

に対する遵守事項を定めた規則であり、2018 年 5 月から施行されている。 

OECD８原則との対比については表 3.2 参照。 

表 3.2 GDPR と OECD8 原則の対比 

OECD8 原則 内容 GDPR 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること 規定あり 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと 規定あり 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること 規定あり 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと 規定あり 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること 規定あり 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること 規定あり 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること 規定あり 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること 規定あり 

個人情報保護法と GDPR の対比表 

〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/310118_siryou1-1_betten2.pdf〉を基に作成 

 

ロ  eプライバシー指令（Directive on privacy and electronic communications）46 

e プライバシー指令(Directive 2002/58/EC)は、電子通信ネットワーク上で処

理される個人データのプライバシーを保護するため、利用者以外の者による通

信過程で収集されたトラフィックデータの盗聴、保存、傍受、監視等の禁止や位

置データ処理に関する規制についての指令（EU 加盟国に国内法の制定を義務付

ける法令）であり、2002 年に制定・発効された。 

本指令については、GDPR と並行して見直しが進められ、2017 年には加盟国

に対し直接拘束力を有する「e プライバシー規則」として置き換えるための提案

が行われた。しかし、加盟国間で合意が形成できず、議論は長期間停滞し、最終

的に欧州委員会は 2025 年 2 月に当該規則案を作業計画から撤回している47。 

ハ データガバナンス法（Data Governance Act：DGA）48 

欧州データ戦略の一環として策定された、EU 域内のデータの共有及び再利用

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/310118_siryou1-1_betten2.pdf
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の際の条件の枠組を定める規則（Regulation(EU)2022/868）である。2022 年 5

月に成立し、同年 6 月に発効された。 

本法令では、公的機関が保有する特定のデータの再利用条件、商業目的のデー

タ仲介サービスに対する監督の枠組、科学的研究など、利他的な目的でデータ処

理を行う組織に対する規制と監督の枠組などを定めている49。 

ニ データ法（Data Act）50 

データガバナンス法と同様に、本規則（Regulation(EU)2023/2854）は、欧州

データ戦略の一環として策定されたものであり、EU 域内のデータの共有及び再

利用を促進し、より多くのデータを社会全体で活用可能とすることを目的とし

ている。2023 年 12 月に成立し、2024 年 1 月に発効された。 

本規則では、知的財産法などの個人・非個人データの法的保護との整合を図り

つつ、IoT 製品などから生成されるデータについて、利用者によるアクセス権を

法的に強化している（データポータビリティの権利の強化）51。 

なお、DGA と本法令は、データ活用のための基盤法制として、相互に補完す

る側面を持つ。 

 

(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

欧州中央銀行（ECB）は、デジタルユーロにおけるデータ利活用とプライバシ

ー保護、AML/CFT 要件への適合に関する考え方について、「Progress on the 

preparation phase of a digital euro First progress report52」（2024 年 4 月）の中

で、以下のように取りまとめている。 

・プライバシー及びデータ保護は、デジタルユーロにおける最重要要素の一つで

あり、プライバシー・バイ・デザインに基づく設計が進められてきた。 

・決済サービス事業者とユーロシステム間で交換されるデータは分離される。こ

のため、ユーロシステムは利用者を直接識別したり、処理するどのデータも特

定の利用者に結びつけたりすることはできない。 

・決済サービス事業者について、AML 規則などの EU 法への適合性を確保する

ために必要な範囲内でのみ、オンラインデジタルユーロ取引情報の詳細への

アクセスが認められる。決済サービス事業者が利用者の個人データを商用目

的等で利用する場合には、利用者の明示的な同意が必要となる。 

・オフライン決済は、取引当事者のオフライン端末によって直接検証され、中央

集権的なシステムや第三者を必要としない。取引データはネットワーク経由

で送信されることはなく、取引に使用された 2 つの端末に留まるため、利用

者のプライバシーが保護される。 

また、本報告書では、今後、ユーロシステムは、利用者のデータ保護を目的と

した厳格な規則を整備し、それに伴い独立したデータ保護機関による監査を受
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けることになるとしている。そして、これらのデータ保護機関は、デジタルユー

ロスキームの全ての関係者が、EU データ保護規則（EUDPR）vii及び GDPR を

遵守しているかどうかの確認を行う役割を担うとしている。 

一方で、プライバシーと、マネーロンダリング対策及び不正利用の検出・防止

等の公共政策上の目的とのバランスについては、最終的には欧州議会と EU 理

事会による制度的枠組として構築される予定であるとしている。 

 

3.2.2 英国 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

英国では、2020 年 1 月の EU 離脱後、英国版 GDPR である「UK GDPR」が

制定されるなど、EU と一定の整合性を保つ法制度が整備されている。 

一方で、データ活用については 2020 年 9 月に「国家データ戦略（UK National 

Data Strategy）」を公表し、国民の信頼に基づく効率的なデータ利活用を推進し、

世界最先端のデータ経済を構築するための各種施策を示している53。また、2024

年 4 月に「スマートデータロードマップ（The Smart Data Roadmap）54」を公

表し、データポータビリティの一形態であるスマートデータの推進を通して、デ

ータ経済の発展やイノベーションを推進し、企業と消費者がより多くの価値を

得られるサービスを実現していくための行動をとりまとめている。具体的には、

「データ保護及びデジタル情報法案（Data Protection and Dital Information Bill）」

で創設された、顧客データを含むデータの安全な共有を可能にする「スマートデ

ータ権限（Smart Data Powers）」について、エネルギー、金融、銀行、小売、通

信などの複数の分野における今後の検討計画を整理している。 

英国における主要な法制度とその概要は、以下のとおりである。 

イ 一般データ保護規則 

（United Kingdom General Data Protection Regulation：UK GDPR）55  

UK GDPR は、EU からの離脱に伴い、EU の GDPR の内容に基づいて国内法

として制定され、2021 年 1 月に施行された56。このため、UK GDPR における

個人データの処理に係る規制内容は、EU の GDPR とほぼ同一である57。 

OECD8 原則との対比については表 3.3 参照。 

 

 

 

 

 

 
vii EU の機関、団体、事務局（EU institutions, bodies, offices and agencies）が個人データを処理する際

に適用されるデータ保護規則。 
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表 3.3 UK GDPR と OECD8 原則の対比 

OECD8 原則 内容 UK GDPR 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること 規定あり 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと 規定あり 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること 規定あり 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと 規定あり 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること 規定あり 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること 規定あり 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること 規定あり 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること 規定あり 

個人情報保護法と GDPR の対比表 

〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/310118_siryou1-1_betten2.pdf〉を基に作成 

ロ 2018年データ保護法（Data Protection Act 2018:DPA 2018）58 

英国は 2018 年の GDPR の適用に伴い、1998 年制定の旧データ保護法（1998

年法）を改正し、2018 年により厳格なデータ保護を目的とした「2018 年データ

保護法」を制定した。なお、その後の EU 離脱に伴い、UK GDPR に適合させる

ため、2021 年 1 月に改正が行われている59。 

本法令は、一部のデータ処理における UK GDPR の適用除外の規制や、UK 

GDPR の適用対象外である法執行機関及び情報機関におけるデータ処理に関す

る規定を含むなど、UK GDPR を補完する内容となっている60。 

ハ データ（利用とアクセス）法（Data(Use and Access) Act 2025：DUAA）61 

EU 離脱後のデータ保護法制を見直すため、英国政府は、2022 年 7 月に「デ

ータ保護及びデジタル情報法案」を国会に提出した。しかし、同法案は 2024 年

の議会解散に伴い最終的に廃案となった。 

その後継として、2025 年 6 月に DUAA が制定され、本法は複数の施行時期

に分けて段階的に開始される予定である。また、DUAA には UK GDPR やデー

タ保護法 2018 を改正する内容も含まれている62。 

DUAA は、スマートデータ制度の導入、デジタル ID 認証サービス(Digital 

Verification Services)の全国枠組の構築など、データ問題に関する様々な領域に

おける幅広い変更を導入している。特に、個人データ処理の新たな法的根拠とし

て「正当な利益（Legitimate Interests）」が導入されるほか、個人データの目的

外利用が認められるケースの明確化など、既存のデータ保護規制の変更が行わ

れている。 

これらの改正は、事業者に対するルールを簡素化しつつも、データ保護水準を

維持し、経済成長や行政効率化の促進を図ることを目的としている。 

 

 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/310118_siryou1-1_betten2.pdf
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(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

英国における CBDC のデータ利活用とプライバシー保護に関する考え方につ

いては、英国財務省及びイングランド銀行（BoE）が市中協議文書「The digital 

pound: a new form of money for households and businesses?63」（2023 年２月）

の中で、以下の 5 つの主要な目的を掲げている。 

・政府及び BoE は、法律で定められた限定的な状況において、法執行機関によ

る場合を除き、デジタルポンド利用者の個人情報にアクセスしない。これは、

現在の他のデジタル決済手段と同様である。 

・金融犯罪防止のためには利用者の識別及び認証が必要となることから、デジタ

ルポンドは匿名ではない。 

・利用者は、様々なウォレットサービスから選択でき、異なるニーズに対応する

ために、多様な識別レベルが受け入れられるべきであり、それにより全ての人

が利用できるようにする。 

・利用者は、法律や、システム設計において BoE 及び政府が定める範囲内で、

自身のニーズに合わせてプライバシーの設定を調整できるべきである。 

・高度なプライバシー機能により、利用者が自身の個人情報を共有することで、

より多くの利益を享受できる可能性がある。 

 

3.2.3 インド 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

インドでは、2023 年 8 月に包括的なデータ保護法である「2023 年デジタル個

人情報保護法（The Digital Personal Data Protection Act, 2023：DPDPA）」が

成立し、2025 年 11 月には施行規則「2025 年デジタル個人データ保護規則

（Digital Personal Data Protection Rules, 2025）」が公表された64。この規則で

は、2023 年法と本規則の各規程の実施スケジュールが示され、2025 年 11 月か

ら 2027 年 5 月までの間に、3 段階に分けて施行される予定である。本制度は、

欧州の GDPR に匹敵する厳格な規律とインドの ICT 政策「デジタル・インディ

ア」を融合させた法制度とされる65。 

従 来 の 個 人 情 報 保 護 制 度 と し て は 「 2000 年 情 報 技 術 法 （ Information 

Technology Act, 2000）」、及び同法を補完する施行規則「情報技術（合理的なセ

キュリティプラクティス、手続及びセンシティブ個人データ又は情報）規則

（Information Technology （Reasonable security practices and procedures and 

sensitive personal data or information）Rules, 2011：SPDIR）」が存在する。 

これらの法令は、原則としてインド国内の事業者を対象に、電子型式で表現さ

れる個人情報に適用される。特に、SPDIR に基づく規律は、パスワード、金融

情報、生体認証情報、医療記録等の機微な個人情報にのみ適用される66。 
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OECD8 原則との対比については表 3.4 参照。 

表 3.4  2000 年情報技術法及び SPDIR と OECD8 原則の対比 

OECD8 原則 内容 情報技術法、SPDIR 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること 一部規定あり 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと 一部規定あり 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること 一部規定あり 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと 一部規定あり 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること 一部規定あり 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること 一部規定あり 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること 一部規定あり 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること ― 

外国制度（インド） 

〈https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_india/〉を基に作成 

インドは 2015 年に開始された ICT 政策「デジタル・インディア」のもと、全

ての国民に対するデジタルインフラの提供、行政サービスのオンデマンド化、デ

ジタル化による国民のエンパワーメント化を進めている。その基盤となったの

が、全居住者を対象とする個人識別番号制度「Aadhaar」であり、2010 年以降、

デジタル公共インフラ「India Stack」の機能を整備してきた。これによりオンラ

イン上での個人認証や個人情報照会などが可能になり、個人データの積極的な

共有や利活用が行われた。一方、Aadhaar を巡るプライバシーの侵害を理由に違

憲訴訟が行われ、2018 年に最高裁が「Aadhaar は合憲である」ものの、「民間企

業や個人が（Aadhaar）認証を求めることを認める部分は違憲とみなされる」と

した。現在、Aadhaar の利用は、本人の同意に基づき、インド固有識別番号庁

（UIDAI）の許可を得た組織（金融機関及び通信事業会社）に限定されている67。 

さらに、2023 年に制定された DPDPA では、個人データの収集・処理・保存

について同意に基づく管理プロセスの徹底が求められ、データ侵害に対しては、

最大 250 億ルピーの制裁金が科される措置が盛り込まれている。 

このように、インドはプライバシーが基本的権利として認識されるようにな

り、個人情報の取扱いについても国際的水準に沿った厳格的な運用が進められ

ている。 

 

(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

「Concept Note on Central Bank Digital Currency68」（2022 年 1 月）におい

て、CBDC におけるデータ利活用とプライバシー保護、AML/CFT 要件への適

合に関するインド準備銀行（RBI）の考え方が示されている。 

コンセプトノートでは、CBDC システムにおける匿名性の程度については技

術的課題ではなく政治的・社会的な課題として捉えている。このため、AML/CFT

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_india/
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規制の遵守のため CBDC が完全な匿名とはなり得ないが、プライバシーを保護

し、自身がデータを管理できる設計にすることは可能と指摘している。 

さらに、AML/CFT 対応については、民間銀行が現行の AML/CFT 規制に準

拠して責任を負うことで、中央銀行が利用者に関する詳細な個人データを保有

することなく、CBDC システム全体として、プライバシー保護と AML/CFT 要

件の両立が可能になるとの考え方が示されている。 

また、データの利活用の観点では、CBDC から生成されるビックデータを適

切に分析することは、政策立案や金融商品への洞察に有益となる可能性があり、

マネーロンダリング規制の執行にも有用とされている。 

 

3.2.4  中国 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

中国では、デジタル経済発展における重要な要素の一つとしてデータが重要

視され、国務院が 2016 年 12 月に「第 13 次 5 か年規画期間(2016-2020)におけ

る国家戦略性新興産業発展規画」を公表し、国家ビッグデータ戦略が示された69。

また、中国が保有するビッグデータの優位性を発揮し、デジタル経済の発展や国

家競争力の構築を目指すため、国家データ局が 2023 年 10 月に発足している70。 

中国における主要な法制度とその概要は、以下のとおりである。 

イ 中華人民共和国個人情報保護法（中华人民共和国个人信息保护法）71 

公的部門（地方人民政府を含む。）及び民間部門を対象に、電子記録による個

人情報の保護を目的とする包括的な法令として、2021 年 11 月に施行された72。 

OECD8 原則との対比については、表 3.5 を参照。 

表 3.5 個人情報保護法（中国）と OECD 原則の対比 

OECD8 原則 内容 個人情報保護法 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること 規定あり 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと 規定あり 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること 規定あり 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと 規定あり 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること 規定あり 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること 規定あり 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること 規定あり 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること 規定あり 

外国制度（中華人民共和国）

〈https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_china/〉を基に作成 

 

 

 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_china/
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ロ 中華人民共和国サイバーセキュリティ法（中华人民共和国网络安全法）73 

中国におけるサイバーセキュリティと個人情報保護の基本的枠組を定めた初

めての基本法74であり、ネットワークの安全確保、サイバースペース主権、国家

安全保障、社会公共の利益、個人及び組織の合法的権益の保護、社会や経済の情

報化の健全な発展の促進を目的とし 2017 年 6 月から施行されている。 

ハ 中華人民共和国データセキュリティ法（中华人民共和国数据安全法）75 

データ処理活動の規制、データセキュリティの保障、データの開発と利用の促

進、個人・組織の合法的な権利と利益の保護、国家の主権、安全保障、発展の利

益を保護することを目的とする法律。2021 年 9 月から施行されている。 

 

(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

デジタル人民元（e-CNY）におけるプライバシー保護、データ利活用、及び

AML/CFT 要件への適合に関する基本的な考え方については、中国人民銀行

（PBoC）が公表した「Progress of Research & Development of E-CNY in China76」

（2021 年 7 月）において、以下のように整理されている。 

・e-CNY システムの制度設計が、AML/CFT 対策、データ保護及びプライバシ

ー保護関連法令を厳格に遵守している。 

・e-CNY システムで収集される取引情報は、法令の定めがない限り、政府機関

を含む第三者に提供されない。内部的にも PBoC は、情報セキュリティ及び

プライバシーに関するプロトコルを厳格に実施している。 

・e-CNY 管理における先見性、正確性及び有効性の向上を図るため、ビッグデ

ータ分析、リスク監視及び早期警戒のための枠組を構築している。 

また、e-CNY の特徴である「制御可能な匿名性（Managed anonymity）」につ

いて記載され、「少額取引は匿名、高額取引は追跡可能（anonymity for small value 

and traceable for high value）」の原則に基づき個人情報とプライバシーを重視し

ているとしている。そして、e-CNY 認可事業者（authorized operators）は、利

用者の本人確認レベルに応じて、取引額及び保有残高の上限が異なるウォレッ

トを開設するとし、最小権限のウォレットは匿名性の確保のため本人確認なし

に開設可能であるとしている。これは、必要に応じて本人確認を行うことにより、

上位のウォレットにアップグレード可能であるとされる。 

その他、e-CNY プロトタイプの研究開発に関する論文77において、e-CNY シ

ステムはプロトタイプ段階から、本人確認（KYC）、AML 対策、決済行動分析、

規制指標分析等の機能を備えたビッグデータ分析センターの設置を想定してお

り、ユーザーデータの利活用を前提として設計されていることが示されている。

これにより、貨幣供給や通貨流通の制御力が高まるとしている。一方で、制御可

能な匿名性を前提とし、プライバシー保護の観点から暗号技術によりデータを
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匿名化する必要があり、情報の追跡は法的に許された範囲に限定されるべきと

している。また、大規模なデータ分析においてプライバシー保護のバランスをど

う取るかが、今後の課題であると指摘している。 

 

3.2.5  米国 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

米国では、2024 年 4 月に提案された米国プライバシー権法案（American 

Privacy Rights Act：APRA）が、成立に至らず廃案となったため78、現時点では

個人情報保護に関する包括的な連邦法は存在していない79。 

米国における個人情報の取扱いは、連邦公正取引委員会法（Federal Trade 

Commission Act of 1914）第 5 条で禁止されている「不公正又は欺瞞的な行為・

慣行」に該当する場合を除き、規制の必要な分野ごとに個別に制定法が設けられ

ており、個別法（連邦法及び州法）が適用される80。 

他方、個人情報を含むデータ利活用については、2019 年 2 月に公表された「連

邦データ戦略（Federal Data Strategy）」において、全連邦政府機関がデータのセ

キュリティ、プライバシー及び機密性を保護しつつ統合的に活用し、国民サービ

スやリソース管理を行うための今後 10 年間の方向性を示した81。 

2025 年 4 月からは「懸念国による米国人の大量の機微個人データ及び米国政

府関連データへのアクセス防止に関する最終規則82」が施行されているものの、

これは国家安全保障を目的とした規制であり、世界的な巨大 IT 企業が多数存在

する民間部門に対するデータ活用に関する介入は行われていない。 

米国における主要な法制度とその概要は以下のとおりである。 

イ 電子通信プライバシー法  

（Electronic Communications Privacy Act of 1986：ECPA）83 

米国居住者の電子通信の保護を目的とした 1986 年 10 月施行の連邦法である。

これは、政府による電子通信へのアクセスから個人を保護するための法的枠組

を構築したものであり、個人データの電子的保存を行う公的及び民間部門を対

象としている84。 

ロ グラム・リーチ・ブライリー法（Gramm Leach Bliley Act：GLBA）85 

民間の金融サービス業に従事する金融機関を対象に、米国の顧客への金融サ

ービスの提供等を通じて収集されるあらゆる情報（非公開個人情報）を保護する

ことを目的とした 1999 年 11 月施行の連邦法である86。 

ハ 医療保険の携行性と責任に関する法律 

（Health Insurance Portability and Accounting Act of 1996：HIPAA）87 

患者の同意無しに機密性の高い健康情報が開示されるのを防ぐための基準を

定めた 1996 年 8 月施行の連邦法である。米国に居住する個人の健康状態、医療
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の提供、医療費の支払に関する情報等、個人と紐付け可能な「保護されるべき健

康情報（PHI）」に関してのプライバシールールを定めており、公的機関及び民

間機関の医療提供者、健康保険プラン、医療クリアリングハウス、ビジネスアソ

シエイトを対象に適用される88。 

二 カリフォルニア州プライバシー権法 

（California Privacy Rights Act：CPRA）89 

カリフォルニア州居住者の個人情報の収集・処理を行う一定規模以上の民間

事業者を対象に、当該事業者が取り扱う個人情報の保護を目的とした 2023 年１

月施行の州法である。 

これは、2020 年に施行されたカリフォルニア州消費者プライバシー法

（California Consumer Privacy Act：CCPA）の消費者の権利を拡張・強化して

改正されたものであり、人種、宗教、遺伝データ、正確な位置情報、各種アカウ

ントや金融口座情報と認証情報の組み合わせ、公的 ID 番号等を、リスクの高い

「センシティブ個人情報」として新たに定義し、当該情報を収集・処理する民間

事業者に対する規制が強化されている90。 

なお、上記の各法制度のうち、公的部門に関する個別法及び州法と OECD8 原

則との対比については、表 3.6 を参照。 

表 3.6 米国における主要な法制度と OECD8 原則の対比 

OECD8原則 内容 ECPA HIPAA CPRA 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること ― △ ○ 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと ― ― ○ 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること ― ― ○ 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと △ △ ○ 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること ― △ ○ 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること ― ― ○ 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること ― △ ○ 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること ― ― ○ 

外国制度（アメリカ合衆国） 

〈https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/〉を基に作成 

凡例：○規定されている、△：一部規定されている、－該当する規定は不見当である 

 

(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

米国では、トランプ大統領が 2025 年 1 月に署名した「デジタル金融テクノロ

ジーにおける米国のリーダーシップの強化に関する大統領令」に基づき、現在、

研究開発を含む、CBDC に関するあらゆる取組が禁止されている。 

一方、それ以前には、アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）が 2022 年 1 月に

米国 CBDC についての考え方を示した「Money and Payments: The U.S. Dollar 

in the Age of Digital Transformation91」を公表している。この報告書では、いか

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/
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なる CBDC であっても、消費者のプライバシー権の保護と犯罪行為を抑止する

ために必要な透明性の間で、適切なバランスをとる必要があるとしている。 

また、バイデン前大統領が 2022 年 3 月に署名した「デジタル資産の責任ある

開発の確保に関する大統領令」に基づき、財務省も 2022 年 9 月に「Future of 

Money and Payments92」を公表した。同報告書では、プライバシーについて以下

の考え方が示されている。 

・CBDC は、プライバシーを優先し中央銀行が収集する取引情報と個人識別情

報の量を最小限にするべきである。 

・CBDC は、AML/CFT コンプライアンスを促進し、違法金融リスクを軽減す

るように設計されるべきである。  

 

3.2.6  カナダ 

(1) データ利活用と個人情報の取扱いに関する法制度 

カナダは連邦国家であり、連邦及び州それぞれが立法権を有している。このた

め、個人情報の取扱いについては、連邦政府によって公的・民間部門を対象とす

る包括的な連邦法が存在する他、各州において州法が整備されている93。 

公的部門については、2018 年 11 月にカナダ政府が保有するデータから国民

により多くの価値を創出するための基盤を築くための指針となる「連邦公共サ

ービスのためのデータ戦略ロードマップ（Report to the Clerk of the Privy 

Council: A Data Strategy Roadmap for the Federal Public Service）94」が公表さ

れた。また、2023 年公表の「2023－2026 年連邦公務員データ戦略（2023–2026 

Data Strategy for the Federal Public Service）95」は、2018 年ロードマップの進

展と課題を踏まえ、連邦公務員の優先事項や目標を改めて設定した文書である。

そこでは、データ駆動型デジタルサービスとプログラムの拡大、データと情報の

公共価値の最大化、データと情報を戦略的資産として管理・利用することに重点

を置いている一方で、プライバシー保護と透明性を保つことも不可欠な要素と

している。 

民間部門については、「デジタル憲章（Canada's Digital Charter）96」（2019 年

策定）に基づき、プライバシー法の強化を図るため、2022 年 6 月に「2022 年デ

ジタル憲章実施法案（Digital Charter Implementation Act, 2022）（Bill C-27）97」

が議会に提出された。しかし、2024 年末に審議が中断され、2025 年 1 月の議会

休会及びトルドー首相の辞任により、審議停止のまま廃案となっている98。 

カナダにおける主要な法制度とその概要は以下のとおりである。 

イ 連邦プライバシー法（Privacy Act）99 

連邦政府機関を対象に、連邦政府機関の従業員のプライバシーを保護し、個人

情報の収集、利用、保持及び開示に関する制限を規定するための連邦法。1983
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年 7 月から施行されている100。 

なお、本法令は連邦政府機関のみに適用され、各州政府機関については各州の

定める州法が適用されるものの、連邦法と各州法の差異は相対的に小さいと捉

えられている101。 

OECD8 原則との対比については、表 3.7 を参照。 

表 3.7 連邦プライバシー法と OECD8 原則の対比 

OECD8原則 内容 連邦プライバシー法 

収集制限 本人の同意のもと、適正かつ公正に収集すること 規定あり 

データ内容 必要範囲内でデータの正確性・最新性を保つこと 規定あり 

目的明確化 収集目的を明確にし、目的外利用を防止すること 規定あり 

利用制限 明確化された目的以外に使用しないこと 規定あり 

安全保護 紛失・改ざん・開示等のリスク対策を講ずること 規定あり 

公開 取扱方針・施策を公開し、透明性を確保すること 規定あり 

個人参加 主体者の確認・訂正・削除の権利を保障すること 規定あり 

責任 情報管理者はこれらの原則を確実に実行すること 規定あり 
外国制度（カナダ） 

〈https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_canada/〉を基に作成 

ロ 個人情報保護及び電子文書法 

（Personal Information Protection and Electronic Documents Act：PIPEDA）102 

PIPEDA は、民間部門における個人情報の取扱いを定めた連邦法で、2000 年

に制定され、2001 年から 2004 年にかけて段階的に施行された。これは、商業

活動の過程で個人情報を収集・利用・開示する全ての組織と、連邦（カナダ）の

事務や業務（federal work, undertaking or business）の運営に関連して、従業員

又は雇用応募者に関する個人情報を収集・利用・開示する全ての組織に適用され

る。2015 年 6 月には、「デジタルプライバシー法（Digital Privacy Act）」により

改正され、違反時の罰則を定めたデータ侵害報告制度が新設された103。 

なお、民間部門に適用される州の定める独自のプライバシー法が、本法令と

「実質的に類似（deemed substantially similar）」であると認定された場合、その

州内では連邦法の適用から除外され、当該州法が適用される。現時点では、アル

バータ州、ブリティッシュ・コロンビア州、ケベック州は、PIPEDA と「実質的

に類似」した州法が整備され、運用されている104。 

ハ プライバシー慣行に関する指令（Directive on Privacy Practices）105 

政府機関に対し、個人情報のライフサイクル全般にわたる一貫性、健全なプラ

イバシー管理慣行の実施及び公的報告の促進を目的とした指令である。複数回

改訂が行われており、最新版は 2024 年である。 

本指令は、政府機関の管理下にある個人情報について、プライバシー規則の規

定を尊重する形でのみ作成・収集・保持・使用・開示・処分することを求めてい

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_canada/
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る。 

(2) CBDCにおけるデータ利活用とプライバシー保護の考え方 

カナダ銀行（BoC）は 2024 年 9 月、リテール CBDC に関する研究及び調査

を完了し、現時点でリテール CBDC を推進する説得力のある理由がないとして、

リテール CBDC に関する取組を段階的に縮小することを公表した106。 

なお、BoC は、「A Digital Canadian Dollar :What we heard 2020-2023 and what 

comes next107」(2023 年 9 月)において、CBDC におけるプライバシー、AML/CFT

及びデータ利活用に関する市民・金融関係者の意見の概要を取りまとめている。

その中では、CBDC は個人情報を共有することなく紙幣と同等の機能を果たす

べきとの回答があったことを示し、紙幣では提供されなかった個人情報の提供

は任意であるべきとしている。また、回答者は、金融犯罪防止がプライバシーや

匿名性への制限を正当化するために利用され、それが個人の経済的決定を自ら

行う自由など、他の権利・自由に及ぼす影響を懸念しているとしている。 

そして BoC は、将来的な CBDC システム設計には、プライバシーと金融犯罪

防止との最適なバランスに関する評価が必要であり、最終的には議会により決

定されるものとしている。 

 

3.3 まとめ 

本章では CBDC によってどのようなデータが生成され、利活用され得るかを

紹介した。一方で、CBDC 利用者のプライバシーを保護する必要もあることか

ら、CBDC を検討している国におけるデータの利活用と個人情報保護法制につ

いて調査を行った。 

取り上げた調査対象国では、いずれも、安全で信頼性の高いデータ共有を実現

し、個人情報を含むデータ利活用を推進する取組が、政府主導で進められている。

その一方で、データ共有に伴い、個人データやプライバシーを保護する必要性も

以前よりも強く認識されてきている。各国で、法律の在り方や個人情報の取扱い

に係る制限の内容は異なるものの、OECD8 原則に準拠した厳格な個人情報保護

のための法制度の整備が進められ、法制度に準拠した個人情報の取扱いが求め

られ、個人データやプライバシーは保護されるようになってきている。 

各国における CBDC の検討においては、個人データやプライバシーの保護を

前提としつつも完全な匿名ではなく、AML/CFT 要件の遵守、金融犯罪や不正

利用を防止可能なシステムとして設計されることが求められている。 
 

34 IMF,” Central Bank Digital Currency Data Use and Privacy Protection”, 2024.8.30,  
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4 CBDCのユニバーサルデザイン 

 CBDC は、中央銀行が発行する新たな形態のデジタル通貨であり、法定通貨

であることから、その公共性の高さを踏まえ、各国の議論においても、設計・開

発段階から、誰もが使いやすいことを重視する姿勢がうかがえる。日本銀行も、

CBDC が具備すべき基本的な特性として、「ユニバーサルアクセス」を掲げてお

り、CBDC を「誰でも使える」ものとするためには、簡便性や携帯性に関する

設計面での工夫が必要であるとしている。 

こうした誰もが使いやすいという理念は、「ユニバーサルデザイン」の理念と

してまとめられており、現在、一般的に広く使用されている ICT 機器にもその

理念に基づくデザインや機能が取り入れられている。 

 一方で、我が国の社会状況を踏まえると、誰でも使える CBDC とするために

は、以下のような利用上の課題があり得る。 

・障がい者：物理的な操作に制約があり、通常の端末・アプリでは利用しづらい  

・高齢者：スマートフォンの操作に不慣れである場合が多い 

・外国人住民：日本語ユーザーインターフェース（UI）では利用しづらい 

本章では、このユニバーサルデザインの観点から、障がい者、高齢者、外国人

住民が ICT 機器を利用可能にする機能を調査した。 
 

4.1 ユニバーサルデザインとは 

4.1.1 ユニバーサルデザインの定義と 7原則 

ユニバーサルデザインについては、1990 年代にユニバーサルデザインを提唱

したロナルド・メイス博士を中心に、建築家やデザイナー、技術者、研究者など

で構成されたグループにより、その定義、原則が「The Principles of Universal 

Design」としてまとめられている。これは現在、ノースカロライナ州立大学ユニ

バーサルデザインセンターのホームページに掲載されている108。 
 

(1) 定義 

ユニバーサルデザインの定義は、「すべての人にとって、できる限り利用可能

であるように、製品、建物、環境をデザインすることであり、デザイン変更や

特別仕様のデザインが必要なものであってはならない（The design of products 

and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, 

without adaptation or specialized design）」とされている。 

また、障害者の権利に関する条約109では、ユニバーサルデザインを、「調整又

は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用する

ことのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザイ

ンは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するも

のではない。」と定義し、条約批准国ではその対応が求められている。 



 

- 43 - 

 

(2) 7原則 

「The Principles of Universal Design」の原文では、７つの「原則」に分類さ

れ、各原則に対して「原則名」「定義」「指針」と、その適用事例である「写真」

が示されている。 

これら 7 原則は、既設の設計事例の評価、さらには、今後の設計方法への反映

など、製品や環境をより使い易く設計するために役立つものとされている。 

なお、７原則は、1995 年の初公表から複数回の改訂があり、表現方法などの

変更のほか、Version 2.0 (4/1/97)では、注記（note）が独立した扱いに変わっ

ている110。この注記には「各原則は、良い設計に必要な全ての基準を示すもので

はなく、あくまで誰にでも利用しやすいデザインに関する基準である。美観、コ

スト、安全性などその他の要素も重要であり、設計にあたってはこれらの側面も

考慮する必要がある」と示されている。 

日本語訳の全文は国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（旧北海道開

発土木研究所）の論文に記載されており、当該論文に基づき、「原則名」「定義」

「指針」の訳文を転載する（表 4.1）。 

 

表 4.1 ユニバーサルデザインの７原則 

原則 1 公平かつ公正な利用 

定義 幅広い能力の人々が利用できかつ市場性のある設計 

指針 ⚫ 誰もが同じ方法で利用できるようにする。即ち、誰もが可能な限り全く同じ方

法で、困難な場合には実質的に同じ方法で利用できるようにする 

⚫ いかなる利用者も差別したり、否定的に扱ったりしない 

⚫ 誰に対してもプライバシー、安心と安全を平等に確保する 

⚫ すべての利用者の心に訴えるように、共用性を追求する 

原則 2 利用における柔軟性 

定義 個人の選択や能力に幅広く適応できる設計 

指針 ⚫ 利用方法を選択出来るようにする 

⚫ 左右いずれの利き腕の利用者も利用可能にする 

⚫ 利用者が的確かつ正確に利用し易くする 

⚫ 利用者のペースを尊重するようにする 

原則 3 単純で直感に訴える利用法 

定義 経験、知識、言語能力や集中力の状況に関わらず、誰にとってもわかり易い設計 

指針 ⚫ 不要な複雑さを排除する 

⚫ 利用者の予期や直感と矛盾しないような工夫をする 

⚫ 読み書きの能力や言語技能の異なる人に幅広く適応する 

⚫ その重要性と矛盾しないように情報を整理する 

⚫ 利用者の誘導と結果のフィードバックを利用中及び利用後を通じて効果的に

実施する 
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原則 4 わかり易い情報伝達 

定義 周辺の状況や利用者の知覚能力に関わらず、必要な情報を効果的に伝えられる

設計 

指針 ⚫ 異なる情報伝達手段（絵、音、触覚）を用いて、必須情報を重複して提供する 

⚫ 必須情報をわかり易くするため、周囲との間に適切なコントラストをつける 

⚫ 必須情報は出来る限り読みやすくする 

⚫ 説明に表現される方法と構成要素とに対応関係をもたせるように構成要素を

区別する。即ち使用者に対して指示や要求を与えるのが容易になるようにする 

原則 5 過誤への細心の配慮 

定義 偶然または不測の行為によって起こる困難や危険が最小限で済むような設計 

指針 ⚫ 危険や過失を最小限にできるように構成要素の配置に工夫する。即ち、利用頻

度の多い要素は使い易い場所に設置し、危険な要素は取り除いたり隔離したり

覆いを付ける 

⚫ 危険や過誤に対して警告を与える 

⚫ 万一の失敗や故障に備え安全対策を講じる 

⚫ 用心を要する行為の際、そのことに気付かずに行動することのないようにする 

原則 6 肉体的負担の軽減 

定義 効率的で快適かつ疲労感を少なく利用できる設計 

指針 ⚫ 利用者が無理のない姿勢を保ちやすくする 

⚫ 操作に要する力は適正な範囲にとどめる 

⚫ 反復行為は最小限度となるようにする 

⚫ 持続的に作用する肉体的負担は最小限にとどめるようにする 

原則 7 接近と利用のための必要空間 

定義 利用者の体格や姿勢または移動能力に関わらず、接近したり、手を伸ばしたり、

操作や使用する際に適切な必要空間が得られる設計 

指針 ⚫ 座位または立位の利用者が視線を遮られることなく重要な構成要素を明瞭に

見られるようにする 

⚫ 座位または立位の利用者が全ての構成要素に無理なく手が届くようにする 

⚫ 手や握りの大きさに合わせられる 

⚫ 支援機器や介助者に適切な空間を設ける 

Version 2.0 (4/1/97)  ©Copyright 1997 NC State University , The Center for Universal Design 

出典：北海道開発土木研究所月報、第 575 号、ユニバーサル・デザインの原則 

4.1.2 類似した考えとの関係性 

前述のユニバーサルデザインの考え方は、米国におけるリハビリテーション

法（Rehabilitation Act of 1973111）を背景に発展してきた。 

リハビリテーション法は、1973 年に制定された、障がい者に対する差別を禁

止する初の包括的な連邦法であり、特に第 504 条では、連邦政府の資金援助を

受けるあらゆるプログラムにおいて、障がいを理由とする差別を禁止している。

その後、第 504 条を実施していく過程で、教育、雇用、公共サービスなどの分野
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において、「合理的配慮（reasonable accommodation）viii」が求められるようにな

った。 

さらに、電子オフィス機器などの登場により、1986 年にはリハビリテーショ

ン法に第 508 条が追加（改正）され、アクセシビリティに配慮した電子・情報技

術の基準を策定し、連邦政府機関の調達方針に組み込むことが義務づけられた。 

その後、インターネットや ICT の普及などの変化を反映し、米国連邦政府の

電子・情報技術のための法的アクセシビリティ基準（Section 508 Standards）が

設けられ、現在では、障がい者への合理的配慮の範囲がウェブサイト、ソフトウ

ェア、通信機器を含む ICT 全般へと拡大している。また、Web 技術の標準化団

体である World Wide Web Consortium(W3C)は、ウェブコンテンツアクセシビ

リティガイドライン（WCAG）を策定しており、これらの内容も法的アクセシ

ビリティ基準のウェブ関連部分に反映されている112。 

なお、W3C は、ユニバーサルデザインに関連する用語である「インクルーシ

ブデザイン」、「アクセシビリティ」、「ユーザビリティ」については、すべての人

にとって機能する Web を構築する上で密接に関連する要素として、その違いや

重なりを説明している113（表 4.2 参照）。 

表 4.2 ユニバーサルデザインとアクセシビリティ、ユーザビリティ 

ユニバーサル 

デザイン 

（インクルーシブ

デザイン） 

多様性に関することであり、すべての人ができる限り参加できるよ

うにすること。以下のような幅広い問題に取り組むものとされている。 

・障がい者のアクセシビリティ 

・ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続へのアクセスと質 

・コンピュータリテラシーとスキル 

・経済状況 

・教育 

・地理的な場所 

・文化 

・年齢（高齢者と若年者を含む。） 

・言語 

アクセシビリティ 

障がい者にとって同等のユーザー体験に関連する差別的側面に対処

する。ウェブアクセシビリティとは、障がい者がウェブサイトやツール

を平等に認識し、理解し、ナビゲートし、相互作用できることを意味す

る。また、障害なく平等に貢献できることも意味する。 

ユーザビリティ 

効果・効率的で、満足できる製品をデザインすること。ユーザビリテ

ィには、ユーザー体験設計も含まれる。これには、すべての人に影響を

与え、障がい者に不釣り合いな影響を与えない一般的な側面も含まれ

 
viii 政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html）では、「障害の

ある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担

が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること」としている。 
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る。ユーザビリティの実践及び研究では、障がい者のニーズが十分に取

り上げられていないことがよくある。 

参考：W3C, “Accessibility, Usability, and Inclusion”,  

〈https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/〉を基に作成 

なお、W３C は「インクルーシブデザイン」は「ユニバーサルデザイン」とも

呼ばれると説明しているため、ここではユニバーサルデザインとして記述した。 

 

4.2 ICT機器等におけるユニバーサルデザイン 

日本銀行のパイロット実験「CBDC フォーラム」においては、ユーザーデバ

イスにおけるユニバーサルアクセスや UI/UX のあり方について検討されている

ほか、欧州中央銀行（ECB）においてもアクセシビリティと包摂の検討が進めら

れ、英国においてもデジタル包摂の議論が行われるなど、各国で誰でも利用しや

すい CBDC が検討課題とされている。 

CBDC がスマートフォンアプリやウェブサービスとして提供され得ることを

踏まえ、「誰でも使いやすい」という観点から、障がい者、高齢者、外国人など

多様な利用者を念頭に置き、現在提供されているユニバーサルデザインの取組

について、ICT 機器やウェブアクセシビリティに関連する機能や対応情報を整

理した。 

 

4.2.1 障がい者・高齢者 

4.2.1.1 視覚 

法律では、身体障害者福祉法114別表に定められた視覚障害（一定以下の視力障

がい及び一定の視野が制限される視野障がい）を有する人を「身体障害者」とし

ている。一方で、法律上の定義はないが、視力障がい者は、視覚的な情報を得ら

れない、あるいはほとんど得られない「全盲」と、視覚機能が十分でない「弱視

（ロービジョン）」に分類されるほか、正常な人と色の見え方が異なる「色覚障

がい」や、光を感じその強さを区別する機能が障がいにより調整できなくなる

「光覚障がい」も広く認知されている。 

本節では、視覚に関する障がいの種類や程度により、一人ひとりの見え方が異

なることを踏まえ、現在の ICT 機器における主な対応状況について整理した。 

 

(1) 視覚強調 

イ コントラスト（高コントラスト、白黒反転）（図 4.1） 

画面に表示されるテキストと背景のコントラスト比が低い場合、文字が背景

に埋もれて読み取りが困難になるおそれがある。このため、JIS X 8341-3:2016

や WCAG2.2 などのウェブアクセシビリティ基準では、「テキストと背景のコ

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/
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ントラスト比を通常文字は最低 4.5：1 以上（大きな文字は 3：1 以上）」115とす

ることが推奨されている。 

Windows OS や iOS、Android には、利用者が表示を調整できる「ハイコン

トラストモード」が搭載されている。また、視覚障がい者の中には、通常の白

地に黒文字の配色が「まぶしすぎる」と感じる人もおり、その場合には黒地に

白文字などの反転表示が有効となる場合がある。これに対応するため、各 OS

には「白黒反転」機能や「ダークモード」機能が搭載されている。 

 

図 4.1 グレースケールにおけるコントラスト比 

 

 

ロ 拡大表示（テキストのサイズ変更、拡大鏡、ズーム） 

拡大表示機能は、視覚に障がいがある人や、小さな文字や画像が見えにくい人

に対して、表示情報を拡大することで、内容を取得しやすくするための機能であ

る。視覚障がい者や高齢者、更には目の疲れを感じている利用者など、幅広い利

用者にとって使いやすい環境を提供することができる。 

 WCAG2.2 では、テキストのサイズ変更に関する達成基準「キャプション及

び文字画像を除き、テキストは、コンテンツ又は機能を損なうことなく、支援技

術なしで 200％までサイズ変更できる」116が定められている。 

テキストサイズの拡大表示機能を設計する際は、拡大によってテキストが画

面から見切れたり、操作が困難になったりすることを防ぐ設計が必要となる。ま

た、画面全体を拡大するズーム機能を併せて提供することで、より多様な利用者

のニーズに応えることができる。 

なお、スマートフォンの場合は、OS が提供する拡大表示機能を活用すること

が可能である。 

ハ 色補正（色覚補正フィルタ） 

公益社団法人日本眼科医会によれば、先天的な色覚異常（先天赤緑色覚異常）

の発生頻度は、日本人では男性の 5%、女性の 0.2%とされており、決してまれ

なものではないとしている117。 

こうした色覚障がい者に正しく情報を伝えるために有効な機能が色補正（色

出典：デジタル庁、デジタル庁デザインシステムβ版 「カラー」、

〈https://design.digital.go.jp/foundations/color/〉  

 

 

https://design.digital.go.jp/foundations/color/
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覚補正）機能である。これはカラーフィルタ適用や配色調整によって、利用者の

特性に応じて表示色を変更できる機能であり、主要な OS に搭載されている。 

また、WCAG2.2 では、こうした機能面での対応だけではなく、色が情報等を

伝えるための唯一の視覚的手段になっていないこと（色以外でも情報を提供す

ること）を基準として定めている118。 

二 確認用ツール 

（イ）ブラウザ 

画面設計においては、多様な色覚に配慮し情報がなるべく全ての人に正確に

伝わるように、利用者の視点に立ってデザインするカラーユニバーサルデザイ

ンが求められる119。 

近年、Web アクセシビリティの重要性が高まっていることから、主要なウェ

ブブラウザの開発ツールには、こうした配慮に対応するため、色覚をシミュレー

トする機能が搭載されるようになってきている。 

図 4.2 は、Microsoft Edge における確認画面の例であり、『視覚異常のエミュ

レート』により、複数の見え方に切り替えて確認することができる。同様の機能

は、Google Chrome や Mozilla Firefox にも搭載されている。 

（ロ）スマートフォン 

スマートフォン向けの iOS 及び Android では、一部の開発者により色覚特性

を持つ人の色の見え方のシミュレーションや見えにくい色の一部を見えやすい

色に変換するなど、色覚支援を目的としたアプリが提供されている。 

 

 

 

図 4.2  Microsoft Edge における色覚シミュレーション（開発機能） 
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(2) 視覚代替 

イ スクリーンリーダー 

スクリーンリーダーは、パソコンやスマートフォンの画面上のテキストを合

成音声に変換して読み上げる機能であり、視覚障がい者にとって、仕事やプライ

ベートを問わず欠かせない重要な支援ツールである。 

OS にも標準機能として搭載されており、Windows では「ナレーター」、MacOS

では「VoiceOver」が利用できる。加えて、代表的なソフトウェアとしては、

Windows 対応の「JAWS for Windows」や「NVDA」、日本語環境に対応した「PC-

Talker」などがある。 

スマートフォンでは、iOS に「VoiceOver」、Android に「TalkBack」が搭載さ

れており、スクリーンリーダーがアクセシビリティ機能として提供されている。 

なお、スクリーンリーダーが、正確かつ途切れることなく情報を伝達するため

には、画像に代替テキストを設定することや、HTML 構造を正しく記述するこ

となど、情報提供者側での適切な対応が不可欠である。これらはウェブアクセシ

ビリティ導入ガイドブックにおいても、必ず達成しなければならないものとさ

れている（図 4.3、図 4.4）120。また、WCAG2.2 では、「すべての非テキストコ

ンテンツには、大活字、点字、音声、シンボル、平易な言葉などの利用者が必要

とする形式に変換できるように、テキストによる代替を提供すること」と定めら

れている121。 

 

図 4.3 画像への代替テキストの設定 
出典：デジタル庁、ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック、

〈https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/08ed88e1-

d622-43cb-900b-84957ab87826/bf5f4482/20251016_introduction_to_web_accessibility.pdf〉 

 

図 4.4 文字間隔の調整による誤読の例 
出典：デジタル庁、ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック、

〈https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/08ed88e1-

d622-43cb-900b-84957ab87826/bf5f4482/20251016_introduction_to_web_accessibility.pdf〉 
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ロ 振動による通知 

ユニバーサルデザインの原則 4「わかり易い情報伝達」では、異なる情報伝達

手段（絵、音、触覚）を用いて、必須情報を重複して提供することが指針の一つ

として示されている。ここでは視覚の補助手段として、触覚による振動を用いた

通知方法を紹介する。 

スマートフォンでは、アプリごとに振動通知のオン/オフを個別に設定できる

ため、通知を受信した際に、視覚に依存せず振動で気づくことができる。また、

アプリ開発時には、振動や動きである触覚(haptics)と、特定の動作の間に因果関

係を持たせる設計により、特定の触覚パターンと特定の利用者の体験を結び付

けることが可能となる。さらに、複数の異なる情報伝達手段を調和させてフィー

ドバックを補完するように設計することができ、例えば、視覚・聴覚に加え、触

覚的な振動を組み込むことで、一貫性があり自然なユーザー体験として感じら

れるようになる122。 

 

4.2.1.2  聴覚 

医学的な聴覚障がいとは、外部の音声情報を大脳に送るための部位（外耳、中

耳、内耳、聴神経）のいずれかに障がいがあるために、聞こえにくい、あるいは

聞こえなくなっている状態のこととされている。また、聴覚障がいの聞こえ方は、

一人ひとり大きな差異があり、音量が小さくなる、音質が歪むなど、様々である

とされている123。 

 

(1) 強調 

イ 音声の調整/モノラルオーディオ 

モノラルオーディオは、左右のスピーカやイヤホンに同一の音声信号を出力

する方式である。特に、片耳のみが聞こえる場合や、左右の聴力に差がある場合

に、両耳に同じ音声情報を届けることで、音声を聞き逃しにくくなり、より明瞭

に認識しやすくなるとされる124。 

さらに、ヘッドフォンや補聴機器には、利用者の聞こえ方に応じた周波数調整

や、左右バランスの補正機能、環境雑音を低減するノイズ除去機能などが搭載さ

れたものがあり、騒音下でも音声を聞き取りやすくするアクセシビリティ機能

が提供されている。 

ロ 補聴器等との連携 

パソコンやスマートフォンと補聴器や人口内耳を連携させることで、聴覚障

がい者のアクセシビリティを向上させることが可能である。 

iOS では、補聴器（Made for iPhone 補聴器）の可聴域の設定や左右の音量調

整を行う「ヒアリングデバイス」機能125や、聞き取りたい音を大きくする「ライ
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ブリスニング」機能が提供されている126。 

 

(2) 聴覚代替 

有事の際には、聴覚障がい者とのコミュニケーションでは、筆談やプラカー

ドの提示など、視覚的な情報手段が重要とされている127。そのため、聴覚の代替

手段として、タッチペンによる文字入力や音声認識による文字表示、字幕表示に

加え、振動通知や光の点滅など、前述の視覚を強調・代替する機能も有効である。 

 

4.2.1.3  肢体 

(1) ジェスチャー 

スマートフォン OS に搭載されているスクリーンリーダーは、画面上のテキ

ストを音声で読み上げるだけでなく、ジェスチャー操作と連携して、画面上の項

目を音声で案内するように設定することができる。 

例えば、画面を指でタップやドラッグすると、指の下にある情報やアプリの名

称が読み上げられる仕組みになっている。また、タップ回数や使用する指の本数

に応じて、異なる操作が実行されるよう設定されている128。 

 

(2)視線トラッキング 

視線トラッキングは、身体的な操作が困難な利用者にとって革新的な支援技

術である。マウスやキーボードなどの物理的な入力装置を使用せず、カメラ等

によって利用者の視線を追跡し、その動きや注視時間を操作として認識するこ

とで、視線のみでデバイスを操作することが可能となる。 

Windows10 及び 11 では、視線トラッキングが利用可能であるが、利用に当

たっては、視線追跡デバイスが必要である129。 

また、スマートフォンにおいても視線トラッキングが利用可能となっている。

iPhone では、2024 年にリリースされた iOS18 から新たなアクセシビリティ機

能として導入されている130（図 4.5）。一方、Android においては、現時点で OS

の標準機能として同様の機能が搭載されていないものの、視線入力を利用した

コミュニケーションアプリが提供されている131。 
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図 4.5 視線トラッキングの設定 

 

4.2.1.4 認知 

認知機能については、記憶障がい、学習障がい、精神障がいなどの認知障がい

にとどまらず、加齢に伴う機能の低下も生じ得る。こうした利用者が直面する困

難を軽減するためには、認知的アクセシビリティに配慮し、理解しやすく操作し

やすいシンプルな設計が求められる。 

カナダ銀行（BoC）は、2024 年 10 月にディスカッションペーパー「Digital 

Payment：A Framework for Inclusive Design132」を公表した。このペーパーでは、

研究者にとってより具体的で資金も豊富な視覚障がいなどの分野と比較して、

認知的アクセシビリティに関する研究は十分に扱われていないと指摘している。

また、金融サービスでは、認知的アクセシビリティに関するギャップが、利用者

やその支援者にとっての重大なリスクにつながり得るとし、さらに、そのリスク

は生成 AI のような技術の出現によってさらに拡大しているとしている。そして、

決済システムや CBDC のような製品・サービスの認知的アクセシビリティを検

討する上では、ユニバーサルデザインや「エラーの防止と許容」といった要素が

特に重要であるとしている。 

さらに、同ペーパーでは、認知的アクセシビリティに関する一般的なガイドラ

インが、仮説的な CBDC を含むデジタル決済に適用された場合に、どの程度有

効かを評価するためのフレームワーク(図 4.6)を提案している。その中で、主要

なユーザータスクに対する認知的アクセシビリティとユーザビリティ（使いや

すさ）とを測定することで、「使いやすさ」「アクセシビリティ」「セキュリティ」

「プライバシー」「ユーザー採用率」の５つの特性を考慮したデザインの評価の

指標を開発できるとしている。 

トラッキングの設定 

（画面内の●印を

目で追う） 

設定後の画面 

（●印は視点） 
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認知的アクセシビリティを必要とする人々にとって関連のある領域として、

「学習容易性（Learnability）」と「認知的作業負荷（Workload）」が挙げられて

いる。認知的アクセシビリティの向上のために、各タスクをこれらに基づいて評

価し、提示されたフレームワークに沿ってシステムを開発する方法が示されて

いる。学習容易性とは新規利用者がシステムを短時間で使いこなせるようにな

るかを示す指標であり、認知的作業負荷とは、タスクを完了するために必要な精

神的負担を意味する。 

 このフレームワークを用いて、システムの学習容易性と認知的作業負荷を指

標とすることで、CBDC を含むデジタル決済製品の認知的アクセシビリティを

評価し、利用者層への適合性の判断や、システムのアクセシビリティとユーザビ

リティを向上させるための設計推奨事項の形成に活用できるとしている。 

 

4.2.2  外国人 

政府は、出入国管理及び難民認定法の改正により 2018 年に在留資格である

「特定技能 1 号」、「特定技能 2 号」を創設し、2024 年以降、特定技能の対象分

野を拡大してきた。こうした取組を通じて、外国人材の受入れ・共生の推進を図

っている。外国人入国者数には、観光客のみならず、日本国内で生活する在留外

国人の増加も含まれている。こうした中、ウェブアクセシビリティにおいても、

外国人への対応が進んでいる。 
 

(1) 言語 

スマートフォンでは、OS の設定による多言語対応に加え、前述のスクリーン

リーダーにも多言語対応機能が備わっている。また、公的機関のウェブサイト上

では、言語選択が可能なページや、簡単な表現を用いる「やさしい日本語133」に

変換するモードなども提供されるようになってきている。 

また、外国人顧客に対する金融サービスについて、金融庁報告書134では、日本

 

図 4.6 フレームワークの構成要素 
参考：カナダ銀行、「A Framework for Inclusive Design」P.7 Figure3 を仮訳して作成 
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国内の金融機関による銀行ウェブサイトにおける多言語対応の取組として、口

座開設に必要な申込書を作成可能なシステムを 16 言語で提供している事例な

ど、ウェブアクセシビリティの言語対応の取組が報告されている。 
 

(2) アイコン 

言語の理解に不安のある外国人にとって、ピクトグラムやアイコンなどの視

覚的表現は、直感的に理解しやすい情報伝達手段とされる。また、情報を伝える

際には、言語だけでは十分に伝わりにくいニュアンスも、文字情報に視覚的表現

を組み合わせることで補完することができる。 

現在、ATM などでは、「引出し・預入れ」「チャージ」「各種お手続き」などの

表示項目を、文字表示に加えてアイコンや図でも示すことで、アクセシビリティ

を確保している事例が見られる135。 
 

(3) 色の配色 

各国・地域では文化的背景や慣習により、色に対するイメージが異なる場合が

ある。各国で代表的な色がどのように受け取られているかについては、複数のウ

ェブサイトで紹介されており、その一例を図 4.7 に示す。こうしたことから、印

刷デザインやウェブサイトデザインなどの配色イメージを検討する際には、文

化的背景への配慮が求められる場合がある。 

 なお、Android では、カラーパターンを選択できるほか、特に Android 12 以

降では、壁紙から抽出したカスタムカラーをアプリとシステムユーザーインタ

ーフェースに適用する機能が搭載されている136。 

 

図 4.7 各国の色のイメージ 
出典：㈱エムアイシーグループ、「国によって違う色のイメージ」、印刷デザインプラス通信ブログ、

2023.6.28、〈https://uv-print.micg.co.jp/entry-297.html〉 

https://uv-print.micg.co.jp/entry-297.html
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4.3 オフライン環境への配慮 

ユニバーサルデザインは、前述の表 4.2 に示すように、地理的な場所について

も取り組むべき問題として捉えているほか、いつでも、どこでも使えるためには、

システム・通信障害や電力途絶といったオフライン環境下においても利用可能

なことが重要なポイントとされている。 

ここでは、オフライン決済についての現状と CBDC における取組を整理する。 

 

4.3.1 オフラインの定義 

BIS は、2023 年 5 月の報告書「Project Polaris Part1:A handbook for offline 

payments with CBDC137」において、以下の枠組でオフライン決済を整理してい

る。 

➢ 完全オフライン（Fully offline）： 

支払人（Payer）と受取人（Payee）が支払完了のために台帳システムに

接続する必要がなく、交換された価値は即座に受取人に移転され、価値移

転完了時点で受取人は使用することができる（最終決済はオフライン）。支

払人と受取人の両者は、時間的な制限なく完全なオフライン状態を維持で

きる。 

➢ 断続的オフライン(Intermittently offline)： 

完全オフラインと同様に、支払人と受取人は支払完了のために台帳シス

テムに接続する必要がなく、交換された価値は即座に受取人に移転され、

価値移転完了時点で受取人は使用できる（最終決済はオフライン）。しかし、

オフライン時のリスクに関するパラメータにより、ある時点でウォレット

の取引能力が制限される場合があり、ウォレットは機能を継続するために、

断続的に中央システムと同期する必要が生じることがある。 

➢ 段階的オフライン(Staged offline)： 

支払人と受取人が価値交換のために台帳システムに接続する必要はな

いが、交換された価値は受取人が台帳システムに接続するまで決済され

ない（最終的な決済はオンライン）。受取人に送られた価値は、この第二

段階のオンライン決済が完了するまで使用することができない。 
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4.3.2  既存のオフライン決済（PayPayのオフライン決済） 

 PayPay は 2023 年 7 月より、アプリに「オフ

ライン支払いモード」を追加した（図 4.8）。これ

は、通信障害時や、大勢の人が集まるイベント時

などの通信不安定状態など、電波が届かない状

態にも対応し得る決済機能として提供されてい

る。 

利用には、決済限度額（5 万円／回）や決済回

数（5 回／24 時間）などの取引制限がある。 

また、この機能は、PayPay 残高、後払い

（PayPay クレジット）の範囲内に限定され、オ

フライン時間の最大期間は 14 日間とされている

点で、BIS の定義する「断続的オフライン」に近

い仕様となっている。同様の機能は、他社の二次

元バーコード決済でも提供されている。 

 

4.3.3  各国の CBDC のオフライン機能の検討動向 

日本を含む各国・地域においては、通信インフラが整っていない地域や高齢者

層を含む金融包摂の観点から、CBDC のオフライン機能の検討が行われている。

代表的なものを表 4.3 に示す。 

表 4.3 各国・地域におけるオフライン機能検討の事例 

国名 EU 中国 ナイジェリア 

機関 ECB 中国人民銀行（PBoC） ナイジェリア中央銀行 

方式 検討中（スマホ、カード）  スマホアプリ内 

通信  スマホ間 Bluetooth、NFC NFC、携帯電話回線 

特徴 ◆ プライバシー保護と災

害時のレジリエンスを

重視。 

◆ 「一時的オフライン」

「段階的オフライン」

など複数のモデルを検

討。 

◆ 初期段階からオフライ

ン機能の実装を重視。 

 

◆ 「デュアルオフライン」

機能：送金者・受取者と

もにオフライン状態で

取引可能。 

◆ スマホ内蔵のセキュア

エレメントを活用。 

◆ スーパーSIM 

◆ 小規模な取引に限定し、

一定回数ごとにオンラ

イン同期が必要。 

◆ 通信環境が不安定な地

域でも利用可能。 

◆ 金 融 包 摂 （ Financial 

Inclusion）を目的に、ス

マホを持たない人向け

の USSD コードベース

の機能ixも併用138。 

 

 
ix USSD（Unstructured Supplementary Service Data）：携帯電話ネットワークによって提供されるデータ

チャネル。eNaira では、USSD コード*997#を用いたチャネルによって、オンボーディングと取引が可

能。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8 PayPay オフライン決済 
出典：PayPay 株式会社、オフライン支払い

モードでの決済について、 

〈https://paypay.ne.jp/article/offline-

payment-mode/〉 

https://paypay.ne.jp/article/offline-payment-mode/
https://paypay.ne.jp/article/offline-payment-mode/


 

- 57 - 

 

特に中国では、PBoC がオフライン利用を可能とする「スーパーSIM カード」

の開発を進めている139。これにより、スマートフォンが電源オフ状態でも、NFC

（近距離無線通信）を使って支払が可能になるとされる。 

このスーパーSIM カードは、従来の SIM カードよりも高機能で、以下の特徴

を持つ。 

・ 大容量データ保存 

・ 高度な暗号化技術 

・ 銀行カード、交通カード、スマート鍵などの複数機能の統合 

 

4.3.4  日本銀行の CBDCのオフライン機能の取組 

日本銀行決済機構局は、2020 年 10 月に「中央銀行デジタル通貨に関する日

本銀行の取り組み方針140」を示している。CBDC が、「誰でも使える」、「いつで

も、どこでも使える」決済手段であるためには、「ユニバーサルアクセス」と「強

靭性」といった基本特性を具備する必要があるとしている。 

また、それ以前の 2020 年７月にも、「中銀デジタル通貨が現金同等の機能を

持つための技術的課題141」を公表している。本報告書では、「ユニバーサルアク

セス」の観点から、多様な利用者が利用可能な端末の開発が重要であるとし、「強

靭性」の観点からは、通信・電力途絶への耐性を備えたオフライン決済機能を備

えることが望ましいとしている。そのためには、CBDC 発行時には民間決済事

業者と異なる視点を持ち、技術的課題の特定や、セキュリティ確保、さらには

AML/CFT といったコンプライアンス上の課題について、オフライン環境下で

も十分に検討することが必要としている。 

なお、日本銀行は、現在も以下に示すように CBDC フォーラムを通じて民間

事業者の最新の知見を収集している。 

 

【CBDC フォーラムにおける事例】 

CBDC フォーラム「WG5：ユーザーデバイスと UI/UX」第７回会合（2025 年

4 月 15 日）においては、三菱 UFJ ニコス株式会社から、「強靭性」に対応する

オフライン環境下で利用できるスマートカードの紹介があったとされる（図

4.9）。これは、ExtoLab 社xの技術を活用したもので、Bluetooth 接続による Card 

To Card での価値移転のデモンストレーションが行われたことが報告されてい

る。 

 

 
x 2020 年設立の米国カリフォルニア州トパンガに拠点を置く、デジタル決済・本人認証・資産管理のた

めの技術ソリューションを提供する企業（https://www.extolab.com/）。 

https://www.extolab.com/
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4.3.5  現金 

現金は匿名性だけでなく、ユニバーサルアクセスの観点からも優れており、相

手との受け渡しだけで利用することができる。CBDC を検討する国では、CBDC

に現金と同等の機能を持たせるため、オフライン環境下でも利用可能とするた

めの技術的課題の検討が進められている一方、現金のユニバーサルアクセスを

引き続き確保する取組を行っている国もある。 

日本においても、財務省の「CBDC に関する有識者会議取りまとめ142」にお

いて、現金との共存・役割分担の中で、「現金は、ユニバーサルアクセス・強靭

性・匿名性という特性を持っており、（略）仮に CBDC を導入する場合にも、引

き続き現金の需要も一定程度残ることが考えられる」とし、「CBDC は現金を代

替するものではなく、相互に補完するものと考えることが基本である。」として

いる。 

 

4.4 まとめ 

ユニバーサルデザインは、「すべての人にとって、できる限り利用可能である

ように、製品、建物、環境をデザインすること」と定義されている。これは、工

業製品、住宅、建物といった物理的な対象に焦点を当てて整理された考え方であ

るが、インターネットや ICT の発展に伴い、電子通信機器等のアクセシビリテ

ィにも合理的配慮が求められるようになった。現在、社会で利用されている通信

機器や Web サービスは、ユニバーサルデザインに関係する多くの基準やガイド

ラインに基づいて設計されている。 

一方、障がい者視点では、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が公表した

「視覚障害者の情報機器の活用に関する実態調査143」（2022 年 3 月）によると、

現状のアクセシビリティでは依然として解決できていない課題があることが指

摘され、行政機関や ICT 機器・サービスの開発・提供業者に対する提言も示さ

 

図 4.9 オフライン決済用カードデバイスの事例 
出典：日本銀行、「CBDC フォーラム WG5 クレジットの決済プロセス紹介と CBDC との対比」、

2025.4.15、〈https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/wg5/dfo250627a.pdf〉 

https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/wg5/dfo250627a.pdf
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れている。新たな製品やサービスの導入に際しては、障がい者が求めるニーズを

理解するため、開発段階から障がい当事者や支援団体とのコミュニケーション

を図る姿勢が求められている。こうしたことから、行政機関・企業と利用者が継

続的にコミュニケーションを行うことが不可欠である。 

そうした中、総務省は、各企業等が自らの ICT 機器・サービスについてアク

セシビリティ確保の状況を自己評価する様式「日本版 VPAT」の普及を推進し

ている。企業側でも、今回整理したとおりアクセシビリティに配慮した機能の提

供など改善への取組が続けられている。 

また、CBDC については、幅広い利用者が想定されることから、セキュリテ

ィやプライバシーといった特性以外にも、使いやすさや誤操作防止といったユ

ニバーサルデザインに基づく設計が求められている。 

ユニバーサルデザインについては、今回調査した既存の Web アクセシビリテ

ィガイドラインの適用、既存の ICT 機器が備える既存機能の活用、さらには、

開発段階からの潜在的利用者との継続的なコミュニケーションを含む総合的な

取組が、その実現に重要な役割を果たし得る。 
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